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政治資金規正法等の一部を改正する法律案要綱 

第１ 収支報告書等に関する罰則の強化等  

 １ 収支報告書等に関する代表者の罰則の強化 

  ⑴ 収支報告書等の記載及び提出義務者への代表者の追加 

   ア 政治団体の収支報告書については、当該政治団体の会計責任者とともに、

当該政治団体の代表者も、その記載及び提出をしなければならないものとす

ること。 （政治資金規正法第12条第１項関係） 

   イ 政党の使途等報告書についても、アと同様の措置を講ずるものとすること。

 （政党助成法第17条第１項関係） 

  ⑵ 収支報告書における寄附の不記載に関する罰則の強化 

   ア １件150万円を超える金額の寄附については、それ以外の寄附と区別して

政治団体の収支報告書に記載しなければならないものとすること。 

 （政治資金規正法第12条第１項第１号ロ関係） 

   イ 重過失以外の過失によりアの寄附を政治団体の収支報告書に記載しなか

った者は、50万円以下の罰金に処するものとすること。 

（政治資金規正法第27条第３項関係） 

  ⑶ 公民権の停止 

    ⑵のイの罪を犯し罰金刑に処せられた者は、故意又は重過失により⑴のアの

違反に係る罪を犯し罰金刑に処せられた者と同様に、その裁判が確定した日か

ら５年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しないものとするこ

と。 （政治資金規正法第28条第１項関係） 

 ２ 代表者の公職の候補者への限定のための措置 

  ⑴ 寄附金控除等対象政治団体の代表者の限定 

    政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別

控除の適用を受けることができる政治団体は、その代表者が公職の候補者であ

るものに限るものとすること。 （租税特別措置法第41条の18関係） 

  ⑵ ２号国会議員関係政治団体の廃止 

    ⑴に伴い、「国会議員関係政治団体」とは、衆議院議員又は参議院議員に係

る公職の候補者が代表者である政治団体（政党及び政治資金規正法第５条第１

項各号に掲げる団体を除く。）のみをいうものとすること。 

 （政治資金規正法第３条第５項関係） 
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第２ 政治資金収支報告の適正の確保及び公開の充実  

 １ 国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体の収支報告の特例 

   国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）のう

ち、各年中において国会議員関係政治団体で同一の公職の候補者が代表者であ

るものから受けた寄附の金額の合計額が 100 万円以上となった政治団体は、そ

の年及びその翌年の収支報告書の記載等について、国会議員関係政治団体であ

るものとみなすこと。 （政治資金規正法第19条の12関係） 

 ２ 登録政治資金監査人による政治資金監査の拡充 

  ⑴ 登録政治資金監査人による政治資金監査の拡大 

   ア 登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となる政治団体（以下「政

治資金監査対象団体」という。）に、政党本部及び政治資金団体並びに政策

研究団体等を追加すること。 （政治資金規正法第14条の２第１項関係） 

   イ 登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となる事項に、その年にお

ける収入に関する事項を追加すること。 

（政治資金規正法第14条の２第２項関係） 

  ⑵ 収入受領書等の作成等 

   ア 政治資金監査対象団体の会計責任者等は、全ての収入について、その収入

に係る支払を受けた後直ちに、当該支払に係る収入受領書及びその控えを作

成し、当該収入受領書をその収入に係る支払をした者に交付しなければなら

ないものとすること。 

   イ 個人が負担する党費又は会費、機関紙誌の発行その他の事業による収入

（政治資金パーティーの対価に係るものを除く。）等については、収入の明

細書等の作成をもって、アの収入受領書及びその控えの作成に代えることが

できるものとすること。 

   ウ ア及びイは、政治資金監査対象団体の預金又は貯金の口座への振込みによ

りされた収入については、適用しないものとすること。 

 （政治資金規正法第11条の２関係） 

  ⑶ 収入受領書の控え等の提出 

    政治資金監査対象団体の代表者及び会計責任者は、収支報告書を提出すると

きは、政治資金監査対象団体である間に受けた収入に係る収入受領書の控え若

しくは収入の明細書等の写し又は預金若しくは貯金の口座に係る通帳等の写

し等を併せて提出しなければならないものとすること。 

 （政治資金規正法第13条の２第２項関係） 
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 ３ 電子情報処理組織を使用する方法による提出の義務化 

   政治資金監査対象団体の代表者及び会計責任者は、収支報告書及び政治資金

監査報告書の提出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うも

のとすること。 （政治資金規正法第14条の４関係） 

 ４ 収支報告書のインターネットの利用による公表等 

  ⑴ 収支報告書のインターネットによる公表の義務化等 

   ア 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書の要旨を公表する

とともに、当該報告書をインターネットを利用する方法により公表しなけれ

ばならないこと。 （政治資金規正法第20条第１項関係） 

   イ 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がインターネットの利用等の方

法により収支報告書を公表するときは当該報告書の要旨を公表することを

要しないとする規定を削除するものとすること。 

 （政治資金規正法旧第20条第４項関係） 

  ⑵ 個人寄附者等の住所の公表事項の限定 

    ⑴のアの場合において、収支報告書に記載された個人の寄附者の住所に係る

部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分（外国の場

合は、当該外国の国名）に限って行うものとすること。 

 （政治資金規正法第20条第３項関係） 

 ５ 国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧 

   総務大臣は、全ての国会議員関係政治団体について、４の⑴のアにより公表さ

れた収支報告書をインターネットを利用する方法により国会議員に係る公職の

候補者ごとに一元的に閲覧することができるようにするため、必要な措置を講

ずるものとすること。 （政治資金規正法第19条の11第１項関係） 

 ６ 収支報告書の公表時期の早期化及び公表期間の延長等 

  ⑴ 収支報告書の公表時期の早期化 

    収支報告書の要旨の公表の期限を、特別の事情がある場合を除き、当該報告

書が提出された年の８月31日（現行は、11月 30日）までとすること。 

 （政治資金規正法第20条第２項関係） 

  ⑵ 収支報告書の公表期間の延長等 

    ４の⑴のアによる収支報告書の公表等は、収支報告書の要旨を公表した日か

ら同日以後７年を経過する日の属する年の８月 31 日まで（現行は、要旨を公

表した日から３年間）とすること。 

 （政治資金規正法第20条第２項及び第20条の２関係） 
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第３ 「政策活動費」の禁止  

 １ 政党から公職の候補者個人に対してされる寄附の禁止 

   政党がする公職の候補者個人への政治活動（選挙運動を除く。）に関する金銭

等による寄附を禁止すること。 （政治資金規正法旧第21条の２第２項関係） 

 ２ 渡切りの方法による経費支出の禁止 

  ⑴ 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切

りの方法によっては、することができないものとすること。 

 （政治資金規正法第８条の３関係） 

  ⑵ 政治資金の収支の報告に当たっては、真実の記載をしなければならず、収支

の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職

員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載

をしてはならないこと。 （政治資金規正法第２条第３項関係） 

第４ 政治資金パーティーの規制強化  

 １ 政策研究団体による政治資金パーティーの開催の禁止      

   政策研究団体（政治資金規正法第５条第１項第１号に掲げる団体）は、政治資

金パーティーを開催してはならないこと。  

  （政治資金規正法第８条の２第２項関係） 

 ２ 政治資金パーティーの対価支払者の氏名等の公開基準の引下げ 

   収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払をした者の氏名等の公

開基準の額を、現行の「20万円超」から「５万円超」に引き下げること。 

（政治資金規正法第12条第１項第１号ト及びチ関係） 

 ３ 外国人等からの政治資金パーティーの対価の支払の収受の禁止 

   何人も、原則として、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しく

は外国法人である団体その他の組織から、政治資金パーティーの対価の支払を受

けてはならないこと。 

（政治資金規正法第22条の８第４項において準用する同法第22条の５関係） 

 ４ 政治資金パーティーの対価の支払方法の制限 

  ⑴ 何人も、口座への振込み（政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金

の口座への振込みをいう。以下同じ。）によることなく、政治資金パーティー

の対価の支払をすることができないこと。 
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  ⑵ 政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によってさ

れる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができないこと。 

  ⑶ ⑴及び⑵にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーテ

ィーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払等及びそ

の収受については、口座への振込み以外の方法によってすることができること。

この場合において、口座への振込み以外の方法によって当該対価の支払を受け

た者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金

パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとすること。 

（政治資金規正法第22条の８の２関係） 

第５ 施行期日等  

 １ 施行期日 

   この法律は、令和８年１月１日から施行すること。 （附則第１条関係） 

 ２ 収支報告書に係るデータベースの提供 

   第２の３により提出された収支報告書に係るデータベース（収支報告書に記載

された事項（個人寄附者等に係る部分を除く。）に関する情報の集合物であって、

それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成

したものをいう。）をインターネットを通じて一般の利用に供するための制度の

整備に関し、必要な措置が講ぜられるものとすること。 （附則第16条関係） 

 ３ 選挙区支部への寄附の寄附金控除の特例の適用除外 

   公職の候補者が、政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位

として設けられるもののうち、当該公職の候補者が代表者であるものに対して

政治活動に関する寄附をする場合においては、租税特別措置法第 41 条の 18 の

規定による寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象とならないこ

ととするために必要な措置が講ぜられるものとすること。（附則第 17 条関係） 

 ４ 政党交付金の交付停止の制度の創設 

   政党助成法第３条第１項の規定による政党交付金の交付の決定を受けている

政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に

係る事件に関し起訴された場合に、当該政党に対して交付すべき政党交付金の

うちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割の額に相当する

額の交付を停止する制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとする

こと。 （附則第18条関係） 
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 ５ 政治資金に係る機関の設置に関する検討 

   国会による政治資金に係る立法に関する機能及び自律的な政治資金の規正の

強化に資するため、政治資金に関する政策の提言、衆議院議員又は参議院議員に

関係する政治団体の政治資金に関する法令の規定の遵守の状況の監視及び当該

規定の違反があった場合における勧告等を行う機関を国会に設置することとし、

その機関の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必

要な措置が講ぜられるものとすること。 （附則第19条関係） 

 ６ 不断の見直し 

   この法律の施行後においても、政治活動の公明を確保するために望ましい政治

資金の収支の公開に関する制度の在り方については、政治団体及び公職の候補者

により行われる政治活動が国民の監視と批判の下に行われるよう、不断の見直し

が行われるものとすること。 （附則第20条関係） 
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し
た
と
き
又
は
当
該
国



  

三 

会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
条
の
八
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
を
受
け
た
日
）
」
を
削
り
、
「
第
六
条
第
一
項
の
」
を
「
同
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
前
段
」
を

「
第
一
項
前
段
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
各
年
中
に
お
い
て
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
同
一
の
公
職
の
候
補
者
が
代

表
者
で
あ
る
も
の
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
同
一
の
公
職
の
候
補
者
が

代
表
者
で
あ
る
も
の
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
治
団
体
を
含
む
。
）
か
ら
受
け
た
寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の
財
産

上
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
万
円
以
上
と
な

つ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
で
あ
る
旨
、
当
該
寄
附
の

金
額
の
合
計
額
が
百
万
円
に
達
し
た
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
政
治
団
体
の
名
称
並
び
に
当
該
政
治
団
体
に
係
る

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
を
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
」
を
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
政
治
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団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体
を
主
宰
す
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
又
は
当
該
政
治
団
体
の
主

要
な
構
成
員
で
あ
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
並
び
に
当
該
政
治
団
体

が
」
に
改
め
、
「
並
び
に
当
該
政
治
団
体
が
同
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
同
号

の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
当
該
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
受
け
た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務

大
臣
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
で
あ
る

旨
、
同
項
に
規
定
す
る
寄
附
の
金
額
の
合
計
額
が
百
万
円
に
達
し
た
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
政
治
団
体
の
名
称

並
び
に
当
該
政
治
団
体
に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
を
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
の

公
報
又
は
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
の
二
中
「
、
政
治
団
体
」
の
下
に
「
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
は
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
し
て
は
な
ら
な
い
。 
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第
八
条
の
三
を
第
八
条
の
四
と
し
、
第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
（
渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
支
出
の
禁
止
） 

第
八
条
の
三 

政
治
団
体
の
経
費
の
支
出
は
、
当
該
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
に
対
す
る
渡
切
り
の
方
法
に
よ
つ
て

は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職

業
（
寄
附
を
し
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
。
次
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利

益
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
。
以
下
同
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た

者
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
」

を
「
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第

十
一
条
の
二
ま
で
、
第
十
一
条
の
四
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
百
五
十
万
円
以
下
の
場
合 

そ
の
寄

附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
（
寄
附
を
し
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
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所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
お
い
て

同
じ
。
）
、
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
、
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す

る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
並
び
に
当
該
寄
附
が
第
十
九
条
の
十
二

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
寄
附
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 

 

寄
附
の
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
場
合 

に
定
め
る
事
項
及
び
そ
の
寄
附
の
種
別
（
当
該
寄
附
が
金
銭

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
預
金
若
し
く
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
又
は
現
金
の
別
を
、
金
銭
以
外
の
財
産
上

の
利
益
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
種
類
又
は
品
目
に
よ
る
区
分
を
い
う
。
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
お

い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
そ
の
寄
附
の
内
容
に
関
す
る
事
項
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
中
「
並
び
に
当
該
」
を
「
、
当
該
」
に
改
め
、
「
及
び
年
月
日
」
の
下
に
「
並
び
に
当
該
対
価

の
支
払
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ

て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、

「
第
十
二
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
の
十
一
、
第
十
九
条
の
十
三
」
を
「
第
十
一
条
の
四
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
の
二
」

に
改
め
る
。 



  

七 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

 
（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
係
る
収
入
受
領
書
の
作
成
等
） 

第
十
一
条
の
二 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
五
ま
で

及
び
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
」
と
い
う
。
）
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
資
金
監
査
対

象
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
収
入
を
受
け
た
者

は
、
全
て
の
収
入
に
つ
い
て
、
そ
の
収
入
に
係
る
支
払
を
受
け
た
後
直
ち
に
、
当
該
支
払
を
し
た
者
の
氏
名
（
そ
の
者
が

団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）
並
び
に
当
該
支
払
に
係
る
収
入
の
金
額
及
び
年
月
日
（
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
及
び
当
該
寄
附
又
は
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払

を
受
け
た
旨
）
を
記
載
し
た
受
領
書
（
以
下
「
収
入
受
領
書
」
と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
控
え
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を

通
じ
て
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
収
入
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
受
領
書
を
作
成
し
た

と
き
は
、
直
ち
に
当
該
収
入
受
領
書
を
そ
の
収
入
に
係
る
支
払
を
し
た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
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該
支
払
を
し
た
者
が
そ
の
受
領
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者

又
は
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た

め
に
収
入
を
受
け
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
（
次
項
及
び
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
収
入

の
明
細
書
等
」
と
い
う
。
）
の
作
成
を
も
つ
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
受
領
書
及
び
そ
の
控
え
の
作
成
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

個
人
が
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費 

こ
れ
を
納
入
し
た
者
の
氏
名
並
び
に
そ
の
党
費
又
は
会
費
の
金
額
及
び
納
入
年

月
日
を
記
載
し
た
明
細
書 

二 

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

そ
の

事
業
に
係
る
物
品
の
品
目
又
は
役
務
の
内
容
ご
と
の
金
額
の
内
訳
及
び
収
入
年
月
日
を
記
載
し
た
明
細
書 

三 

借
入
金 

そ
の
借
入
先
、
借
入
金
額
及
び
借
入
年
月
日
を
記
載
し
た
契
約
書
そ
の
他
の
書
面 

４ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
収

入
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
受
領
書
の
控
え
を
作
成
し
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
の
明
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細
書
等
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
収
入
受
領
書
の
控
え
又
は
当
該
収
入
の
明
細
書
等
を
直
ち
に
会
計
責
任
者
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
は
、
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
に
よ
り
さ
れ
た
収
入
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。 

６ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

７ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
し

た
者
に
係
る
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
明
細
書
」
と
あ
る
の
は
「
明

細
書
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
収
入
受
領
書
の
控
え

（
当
該
寄
附
が
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て

は
、
当
該
口
座
に
係
る
通
帳
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
作
成
し
た
書
面
で
あ
つ
て
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し

た
も
の
の
写
し
（
当
該
書
面
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
。
第
二
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
明
細
書
」
と
あ
る
の
は
「
明
細
書
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一



 

一
〇 

項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
収
入
受
領
書
の
控
え
（
当
該
対
価
の
支
払
が
当
該
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
の
預

金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
口
座
に
係
る
通
帳
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
作

成
し
た
書
面
で
あ
つ
て
当
該
支
払
わ
れ
た
対
価
の
金
額
及
び
支
払
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
（
当
該
書
面
を
複
写

機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
。
第
二
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
係
る
支
出
を
す
る
場
合
の
手
続
） 

第
十
一
条
の
三 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任

者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
支
出
を
し
た
者
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
一
件
五
万
円
以
上
の
全
て
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
全
て
の
支
出
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
一

件
五
万
円
以
上
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
」
と
す
る
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
係
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
の
作
成
） 

第
十
一
条
の
四 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
（
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事

項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
年
に
お
い
て
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
で
あ
つ
た
も
の
を
含
む
。

次
条
及
び
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
会
計
責
任
者
は
、
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
が
行
つ
た
支
出
の
う



  

一
一 

ち
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
資
金
監
査
を

受
け
る
ま
で
の
間
に
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
（
第
十
二
条
第
二
項
に

お
い
て
「
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
」
と
い
う
。
）
（
振
込
明
細
書
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
同
項

の
当
該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
。
以
下
「
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
に
係
る
残
高
証
明
等
） 

第
十
一
条
の
五 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
に
つ
い

て
、
毎
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
日
に
お
け
る
残
高
を
証
す
る
書
面

（
以
下
「
残
高
証
明
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
政
治
団
体
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
、
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二

項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び

職
業
、
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ

つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
」
を
「
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る



 

一
二 

事
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

一
件
当
た
り
の
金
額
が
百
五
十
万
円
以
下
の
場
合 

そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
、
当
該
寄

附
の
金
額
及
び
年
月
日
、
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
並
び
に
当
該
寄
附
が
第
十
九
条
の
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
に
係
る
寄
附
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 

 

一
件
当
た
り
の
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
場
合 

に
定
め
る
事
項
及
び
そ
の
寄
附
の
種
別
そ
の
他
の
そ

の
寄
附
の
内
容
に
関
す
る
事
項
と
し
て
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ト
中
「
二
十
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
、
「
並
び
に
当
該
」
を
「
、
当
該
」
に
改
め
、
「
年
月

日
」
の
下
に
「
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
五
第

一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
」
を
加
え
、
同
号
チ
中
「
二

十
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
の
二 

翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額 

 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
政
治
団
体
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
、
「
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額



  

一
三 

及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
（
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
政
治
団
体
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
政
治
団
体
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
三
条
の
二 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
が
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
と
し
て

行
う
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
に
係
る
同
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三
月
」
と
あ
る
の
は
「
五
月
」
と
、
「
四
月
」
と
あ
る
の
は
「
六
月
」
と
す
る
。 

２ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
と
し
て
第
十
二
条

第
一
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
で
あ
る
間
に
受
け
た
収
入
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
入
受
領
書
の
控
え
又
は
収
入
の
明
細
書
等
（
以
下
「
収
入
受
領
書
の
控
え
等
」
と
い
う
。
）

の
写
し
（
当
該
収
入
受
領
書
の
控
え
等
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
当
該
収
入
が
当
該
政
治
資
金
監

査
対
象
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
口
座
に
係
る
通
帳
そ
の
他

の
金
融
機
関
が
作
成
し
た
書
面
で
あ
つ
て
当
該
収
入
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
（
以
下
「
通
帳
等
」
と
い



 

一
四 

う
。
）
の
写
し
（
当
該
通
帳
等
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
）
及
び
残
高
証
明
等
の
写
し
（
当
該
残
高

証
明
等
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
会
計
責
任
者
」
を
「
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
に
、
「
及
び
領
収
書
等
」
を
「
、
収
入
受
領
書

の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
及
び
残
高
証
明
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
よ
る
政
治
資
金
監
査
） 

第
十
四
条
の
二 

次
に
掲
げ
る
政
治
団
体
（
以
下
「
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
」
と
い
う
。
）
（
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
年
に
お
い
て

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
で
あ
つ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
政
治
団
体
の
代
表

者
及
び
会
計
責
任
者
と
し
て
同
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
報
告
書
並
び
に
当
該
報
告
書
に

係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
収
入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細

書
等
、
振
込
明
細
書
及
び
残
高
証
明
等
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
行
う
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
研
修
を

修
了
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
政
治
資
金
監
査
人
」
と
い
う
。
）
の

政
治
資
金
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  

一
五 

一 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体 

二 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
で
、
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
が
主
宰
す
る
も
の
又
は
そ
の
主
要

な
構
成
員
が
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
で
あ
る
も
の
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
を
含
む
。
） 

三 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体 

２ 

前
項
の
政
治
資
金
監
査
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
定
め
る
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
に
基
づ
き
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
収
入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細

書
等
、
振
込
明
細
書
及
び
残
高
証
明
等
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

会
計
帳
簿
に
は
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収
入
及
び
支
出
の
状
況
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、
か
つ
、
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
る
こ
と
。 

三 

第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
収
入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書

等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
、
振
込
明
細
書
及
び
残
高
証
明
等
に
基
づ
い
て
収
入
及
び
支
出
並
び
に
翌
年
へ

の
繰
越
し
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 



 

一
六 

四 

領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
は
、
会
計
帳
簿
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

３ 
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
第
一
項
の
政
治
資
金
監
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
様
式
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

５ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者
、
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
又
は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合

に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
当
該
政
治
資
金
監

査
対
象
団
体
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

６ 

第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
で
あ
る
公
認
会
計
士
に
係
る
公
認
会
計
士
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
六
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
四
条
の
三 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
と
し

て
第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
作
成
し
た



  

一
七 

政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
当
該
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
報
告
書
等
の
提
出
） 

第
十
四
条
の
四 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
（
第
十
九
条
の
十
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
資
金
監
査
報
告

書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
（
以
下
単
に
「
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
次
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
三
年
を
経
過
す
る
日
」
を
「
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属

す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
二
十
二
条
の
八
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
三
年
を
経
過
す
る
日
」
を
「
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属

す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
領
収
書
等
及
び
振
込

明
細
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
収
入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細



 

一
八 

書
等
、
振
込
明
細
書
及
び
残
高
証
明
等
」
と
す
る
。 

 
第
十
七
条
第
一
項
中
「
以
内
」
の
下
に
「
（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
あ
つ
て
は
、
六
十
日
以
内
）
」
を
、
「
と
も
に
」

の
下
に
「
、
そ
の
日
現
在
で
」
を
加
え
、
「
、
そ
の
日
現
在
で
、
収
入
及
び
支
出
並
び
に
資
産
等
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

た
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
十
四
条
」
を
「
、
第
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま

で
」
に
、
「
第
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
残
高
証
明
等
の
写
し
に
係
る
残
高
証
明
等
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
十
四
条
（
」
を
「
第
七
条
の
二
第
四
項
及
び
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十

一
条
の
四
ま
で
、
第
十
一
条
の
五
及
び
第
十
三
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
三
条
の
二
第
一

項
を
除
く
。
）
を
」
に
、
「
及
び
次
条
」
を
「
、
第
十
六
条
第
二
項
並
び
に
次
条
」
に
改
め
、
「
の
支
部
」
の
下
に
「
（
第

十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
、
第
十
一
条
の
五
、
第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で

（
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
三
条
の
二
第
一
項
を
除
く
。
）
を
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
政
党
の
支
部
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
の
十
七
第
二
項
」
に
、
「
第
六
条
及
び
」



  

一
九 

を
「
第
六
条
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
、
第
十
一
条
の
五
、
第
十
三
条
の

二
及
び
第
十
四
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含

む
。
）
」
に
改
め
、
「
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
政
治
団
体
の
」
の
下
に

「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
七
条
第
二
項
」
を
、
「
第
七
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
八
条

の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
五
ま
で
」
を
加
え
、
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
三
条
の
二
か
ら
第
十
四
条

の
四
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
次
条
第
二
項
前
段
」
を
「
、
次
条
第
二
項
前
段
」
に
改
め
、
「
、
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し
て
新
た
に
組
織
さ
れ
又
は
新
た
に
政
治
団
体
と
な
つ
た
団
体
に
あ
つ

て
は
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
」
を
削
り
、
「
第
八
条
の
三
」
を
「
第
八
条
の
四
」
に
改
め
、

「
「
の
会
計
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
と
、
」
を
削
り
、
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二

十
条
第
二
項
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
の
三
第
二
項
中
「
三
年
を
経
過
す
る
日
」
を
「
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。 



 

二
〇 

 

第
十
九
条
の
五
中
「
会
計
責
任
者
」
を
「
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
に
改
め
る
。 

 
第
十
九
条
の
五
の
二
中
「
第
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
会
計
責
任
者
」
を
「
代
表
者
及
び
会
計
責

任
者
」
に
改
め
る
。 

 

「
第
三
章
の
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
等
」
及
び
「
第
一
節 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る

特
例
」
を
削
る
。 

 

第
十
九
条
の
七
か
ら
第
十
九
条
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
の
七
か
ら
第
十
九
条
の
九
ま
で 

削
除 

 

第
十
九
条
の
十
の
前
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。 

 
 
 

第
三
章
の
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例 

 

第
十
九
条
の
十
中
「
よ
り
」
の
下
に
「
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の

旨
）
を
」
を
加
え
、
「
収
入
及
び
支
出
が
あ
つ
た
」
及
び
「
か
ら
第
十
九
条
の
十
五
ま
で
」
を
削
り
、
「
会
計
責
任
者
」
を

「
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
に
改
め
、
「
及
び
第
十
七
条
第
一
項
」
、
「
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
三
月
以
内
」
と
あ
る

の
は
「
五
月
以
内
」
と
、
「
四
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
六
月
以
内
」
と
」
、
「
第
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
及



  

二
一 

び
「
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
三
十
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
日
以
内
」
と
」
を
削
る
。 

 
第
十
九
条
の
十
一
か
ら
第
十
九
条
の
十
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
報
告
書
の
一
元
的
な
閲
覧
） 

第
十
九
条
の
十
一 

総
務
大
臣
は
、
全
て
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
項
の
報
告
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
衆
議
院
議

員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
ご
と
に
一
元
的
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の

報
告
書
を
公
表
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
前
項
の
措
置
を
講

ず
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
寄
附
を
受
け
た
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
等
） 

第
十
九
条
の
十
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
各
年
中
に
お
い
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
同
一
の
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の



 

二
二 

か
ら
受
け
た
寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
。
第
五
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
万
円
以
上
と
な
つ
た
政
治
団
体
は
、
そ
の
年
及
び
そ
の
翌
年
に
お
い
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
で
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
当
該
政
治
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意

思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
支
出
を
し
た
者
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
五
万

円
以
上
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
万
円
を
超
え
る
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
第
十
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
一
条
及
び

第
十
九
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
た
日
か
ら
適
用
す
る
。 

５ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
と
き
は
、
文
書
で
、



  

二
三 

当
該
寄
附
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
で
あ
る
旨
、
当
該
寄
附
を
す
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
並
び
に
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
の

金
額
の
合
計
額
が
百
万
円
以
上
と
な
つ
た
と
き
は
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
そ
の
寄

附
を
受
け
る
政
治
団
体
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
寄
附
を
受
け
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
に
係

る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一

日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
政
治
団
体
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
な
つ
た
後
に
お
い
て
も
、
同
様
と

す
る
。 

７ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
が
他
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
に
寄
附
を
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
項
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
同
一
の
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
及
び
前
二
項
の
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
に
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
が
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
同
項
及
び
前
二
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
」
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と
あ
る
の
は
、
「
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
寄
附
を
す
る
政
治
団
体
に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者

に
係
る
公
職
の
種
類
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

第
十
九
条
の
十
三
か
ら
第
十
九
条
の
十
五
ま
で 

削
除 

 

第
十
九
条
の
十
六
第
一
項
中
「
三
年
間
」
を
「
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
の
十
七
の
見
出
し
中
「
こ
の
節
」
を
「
こ
の
章
」
に
、
「
適
用
」
を
「
適
用
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
こ
の
節
」

を
「
こ
の
章
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
章
の
規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
政
党
の
支
部
で
、
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に

規
定
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
選
挙
区
の
区
域
又
は
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ

る
も
の
の
う
ち
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
す
。 

 

「
第
二
節 

登
録
政
治
資
金
監
査
人
」
を
削
り
、
第
十
九
条
の
十
八
の
前
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。 

 
 
 

第
三
章
の
三 

登
録
政
治
資
金
監
査
人 
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第
十
九
条
の
二
十
六
中
「
こ
の
節
」
を
「
こ
の
章
」
に
改
め
る
。 

 
「
第
三
節 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
」
を
削
り
、
第
十
九
条
の
二
十
九
の
前
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。 

 
 
 

第
三
章
の
四 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会 

 

第
十
九
条
の
二
十
九
及
び
第
十
九
条
の
三
十
七
中
「
こ
の
節
」
を
「
こ
の
章
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
要
旨
」
を
「
要
旨
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
、

「
要
旨
を
」
の
下
に
「
総
務
大
臣
に
あ
つ
て
は
官
報
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
公

報
に
よ
り
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
報
告
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
項
後
段
を
削

り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ

る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
要
旨

を
公
表
し
、
当
該
要
旨
を
公
表
し
た
日
か
ら
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

当
該
報
告
書
を
継
続
し
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
寄
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附
者
等
（
寄
附
若
し
く
は
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
若
し
く
は
対
価
の
支
払
の
あ
つ

せ
ん
を
し
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
住
所
に
係
る
部
分
を
公
表
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
、
郡

及
び
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十

九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
又
は
総
合
区
と
す
る
。
）
の
名
称
に
係
る
部
分
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人

に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
の
国
名
）
に
限
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
条
第
四
項
を
削
る
。 

 

第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
二
項
（
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
二
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
第
十
九
条
の
十
四
」
を
「
第
十
四
条
の
三
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
三
年
を
経
過
す
る
日
」
を
「
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の

属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
三
年
間
」
を
「
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の

八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
に
、
「
総
務
省
令
の
」
を
「
総
務
省
令
で
」
に
、
「
、
当
該
」
を
「
、
第
十
二
条
第
一
項
若
し

く
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
書
面
又
は
」
の
下
に
「
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
四
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
削
る
。 
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第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。 

 
第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
八
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
関
す

る
制
限
）
」
を
付
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
、
第
二
十
二
条
の
六
第

一
項
及
び
」
に
改
め
、
「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
あ

り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
寄
附
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金

パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
と
、
同
項
中
「
当
該
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」

と
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
二
条
の
八
の
二 

何
人
も
、
口
座
へ
の
振
込
み
（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
者
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座

へ
の
振
込
み
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
こ
と
な
く
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支

払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
者
は
、
口
座
へ
の
振
込
み
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

の
対
価
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 



 

二
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３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
日
に
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
場
所
に
お

い
て
す
る
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
そ
の
他
口
座
へ
の
振
込
み
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
す
る
こ
と
が
や

む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
及
び
そ
の
収
受
に
つ
い
て
は
、
口
座
へ
の
振
込
み
以

外
の
方
法
に
よ
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
口
座
へ
の
振
込
み
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
当
該
対
価

の
支
払
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
金
銭
を
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

を
開
催
す
る
者
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
に
預
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
三
条
の
二 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
が
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
政
治
資
金
パ
ー
テ

ィ
ー
を
開
催
し
た
と
き
は
、
当
該
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁

刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
条
」
の
下
に
「
（
第
十
一
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
」
を
、
「
明
細
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
条
第
二
項
の
収
入
受

領
書
の
控
え
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
収
入
受
領
書
の
控
え
」
を
加
え
、
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
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中
「
第
十
一
条
」
の
下
に
「
（
第
十
一
条
の
三
又
は
第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

三
の
二 
第
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
収
入
受
領

書
若
し
く
は
そ
の
控
え
を
作
成
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
虚
偽

の
記
入
を
し
た
者 

三
の
三 

第
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
収
入
受
領
書
の
控
え
を
送
付
し
な
か
つ
た
者 

三
の
四 

第
十
一
条
の
五
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
残
高
証
明
等

を
徴
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 

 

第
二
十
四
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
、
明
細
書
」
の
下

に
「
、
収
入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
」
を
加
え
、
「
又
は
振
込
明
細
書
」
を
「
、
振
込
明
細
書
又
は
残
高
証
明
等
」
に

改
め
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
」
の
下
に
「
、
第
十
三
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
の
二
中

「
第
十
九
条
の
十
四
」
を
「
第
十
四
条
の
三
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条



 

三
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第
二
項
を
削
る
。 

 
第
二
十
六
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
の
二
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四
の
二 

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た

者
） 

 

第
二
十
六
条
の
六
中
「
第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
の
二
第
三
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
二

十
六
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
、
「
も
、
こ
れ
を
処
罰
す

る
も
の
と
す
る
」
を
「
は
、
当
該
各
条
の
刑
を
科
す
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
、
裁
判
所
は
」
を
削
り
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 



  

三
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一 

過
失
に
よ
り
、
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
第
一
項
の
会
計
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
寄
附
で
あ
つ
て
同
項
第
一
号

ロ

に
該
当
す
る
も
の
に
関
し
同
号
ロ

に
定
め
る
事
項
を
当
該
会
計
帳
簿
に
記
載
し
な
か
つ
た
者
（
当
該
会
計
帳
簿

に
記
載
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
、
前
項
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

二 

過
失
に
よ
り
、
第
十
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書

に
記
載
す
べ
き
寄
附
で
あ
つ
て
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
該
当
す
る
も
の
に
関
し
同
号
ロ

に
定
め
る
事
項
を

当
該
報
告
書
に
記
載
し
な
か
つ
た
者
（
当
該
報
告
書
に
記
載
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
、
前
項
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
） 

 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
及
び
前
条
第
二
項
」
を
「
並
び
に
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、

第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
二
十
六
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
の
二
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
三
号
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
二
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
二



 

三
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第
二
項
」
に
改
め
、
「
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、
第
十

四
条
の
三
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
、
第
十
九
条
の
十
四
」
及
び
「
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
三
中
「
第
十
六
条
（
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、

「
含
む
。
）
及
び
」
の
下
に
「
第
三
項
並
び
に
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
四
中
「
租
税
特
別
措
置
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
、
「
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
」
を
、
「
第
十
九
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
二

十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二

項
」
を
、
「
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
十
一
条
の
十
八
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
公
職
の
」
を
「
対
象
公
職
の
」
に
、
「
当
該
公
職
」
を
「
当
該



  

三
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対
象
公
職
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
政
党
」
の
下
に
「
（
そ
の
代
表
者
（
政
党
が
支
部
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
政

党
の
本
部
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に
あ
つ
て
は
当
該
政
党
の
代
表
者
、
当
該
政
党
の
支
部
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支

出
金
に
あ
つ
て
は
支
部
の
代
表
者
）
が
、
公
職
の
候
補
者
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
職
の
候
補
者
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
政
治
資
金
団
体
」
の
下
に
「
（
そ
の
代
表
者
が
公

職
の
候
補
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
団
体
の
代
表
者

が
当
該
団
体
を
主
宰
す
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
又
は
当
該
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参

議
院
議
員
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
公
職
」
を
「
対
象
公
職
」
に
改
め
、
「
も
の
」
の
下

に
「
（
そ
の
代
表
者
が
そ
の
推
薦
又
は
支
持
に
係
る
当
該
対
象
公
職
に
あ
る
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号

ロ
中
「
公
職
の
」
を
「
対
象
公
職
の
」
に
改
め
、
「
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
そ
の
代
表
者
が
そ
の
推
薦
又
は
支
持
に
係
る

当
該
対
象
公
職
の
候
補
者
又
は
当
該
対
象
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。 

（
政
党
助
成
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
四
項
中
「
五
年
」
を
「
七
年
」
に
改
め
る
。 



 

三
四 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
政
党
の
会
計
責
任
者
」
を
「
政
党
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
会

計
責
任
者
」
を
「
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
四

条
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
政
党
の
支

部
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
政
党
の
支
部
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
九
条
中
「
会
計
責
任
者
」
を
「
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
政
党
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
支
部
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及

び
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
八
条
中
「
会
計
責
任
者
」
を
「
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
当
該
支
部
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
政
党
の
」
の
下
に
「
代

表
者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
支
部
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
条
第
一
項
中
「
支
部
の
」
及
び
「
政
党
の
」
の
下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
支
部
の
」
の
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下
に
「
代
表
者
及
び
」
を
加
え
る
。 

 
第
三
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
五
年
」
を
「
七
年
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
五
年

間
」
を
「
七
年
間
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
四
十
七
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
会
計
帳
簿
の
記
載
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
新
政
治
資
金
規
正
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項

第
一
号
ヘ
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
催
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
価
に
係



 

三
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る
収
入
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
収
入
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
施
行
日
以
後
に
収
受
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
収
支
報
告
書
の
提
出
及
び
記
載
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
ト
及
び
チ
に
係
る
部
分
を
除
く
も
の
と
し
、
新
政
治
資
金
規

正
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
並
び
に
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
三
条
の
二
第

一
項
及
び
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
の
属
す

る
年
以
後
の
年
に
係
る
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
施
行
日
以
後
に
新
政
治
資
金
規

正
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
書
（
以
下

「
新
法
適
用
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
記
載
及
び
提
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
属
す
る
年
の
前
年
以
前
の
年
に
係
る

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
旧
政
治
資
金
規
正
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
書
及
び
施
行
日
前
に
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
報
告
書
を
提
出
す
べ
き

事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
書
（
以
下
「
旧
法
適
用
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
記
載
及
び
提
出
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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２ 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ト
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
並
び
に
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
催
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る

収
入
で
施
行
日
以
後
に
収
受
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
催
さ
れ
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に

係
る
収
入
及
び
施
行
日
以
後
に
開
催
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
で
施
行
日
前
に
収
受
さ
れ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
チ
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
並
び
に
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
催
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る

収
入
の
う
ち
対
価
の
支
払
の
あ
っ
せ
ん
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
対
価
の
支
払
の
あ
っ
せ
ん
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
施
行
日
以
後
に
集
め
ら
れ
る
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
開
催
さ
れ
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
う
ち
対
価
の
支
払
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
も
の
及
び
施
行

日
以
後
に
開
催
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
う
ち
対
価
の
支
払
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
も
の
で
施
行



 

三
八 

日
前
に
集
め
ら
れ
た
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
新
法
適
用

報
告
書
の
記
載
及
び
提
出
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
会
計
帳
簿
等
の
保
存
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
新
法
適
用
報
告
書
に
係
る
同
条
第
一
項
の
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
収

入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
、
振
込
明
細
書
及
び
残
高
証

明
等
並
び
に
同
条
第
三
項
の
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
法
適
用
報
告
書
に
係
る
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十
六
条
第
一
項

（
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
会
計
帳
簿
、

明
細
書
、
領
収
書
等
、
振
込
明
細
書
及
び
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
並
び
に
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十

六
条
第
二
項
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
資
金
管
理
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
通
知
に
関
す
る
経
過
措
置
） 



  

三
九 

第
六
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
新
法
適
用
報
告
書
に
係
る
同
項
の
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、

旧
法
適
用
報
告
書
に
係
る
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
は
、
新
法
適
用
報
告
書
に
係
る
同
項
の
少
額
領
収
書
等
の
写

し
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
法
適
用
報
告
書
に
係
る
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
第
一
項
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
収
支
報
告
書
の
公
表
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
規
定
は
、
新
法
適
用
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
法
適
用
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
旧
法
適
用
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
新
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す

る
個
人
寄
附
者
等
（
次
項
及
び
附
則
第
十
六
条
に
お
い
て
単
に
「
個
人
寄
附
者
等
」
と
い
う
。
）
の
住
所
に
係
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
都
道
府
県
、
郡
及
び
市
町



 

四
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村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総
合
区
と
す
る
。
）
の
名
称
に
係
る
部
分
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
に
あ
っ
て
は
、

当
該
外
国
の
国
名
）
に
限
っ
て
公
表
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

施
行
日
以
後
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

旧
法
適
用
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
寄
附
者
等
の
住
所
に
係
る
部
分
を
公
表
す
る
と
き
は
、
新
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十

条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規

定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
九
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
新
法
適
用
報
告
書
、
当
該
新
法
適
用
報
告
書

に
係
る
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
並
び
に
当
該
新
法
適
用
報
告
書
に
係
る
新
政
治
資
金
規

正
法
第
十
四
条
の
三
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治



  

四
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資
金
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
法
適
用
報
告
書
、
当
該
旧
法
適
用
報
告
書
に
係
る
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条

第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
並
び
に
当
該
旧
法
適
用
報
告
書
に
係
る
旧
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る

政
治
資
金
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
関
す
る
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
二
条
の
五
の
規
定

及
び
新
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
二
条
の
八
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
催
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る

対
価
の
支
払
で
施
行
日
以
後
に
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
一
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
個
人

が
施
行
日
以
後
に
支
出
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人

が
施
行
日
前
に
支
出
し
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
政

治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



 

四
二 

（
政
党
助
成
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
二
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
政
党
助
成
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
政
党
助
成
法
」
と
い
う
。
）
の
規

定
は
、
施
行
日
の
属
す
る
年
以
後
の
年
に
係
る
新
政
党
助
成
法
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
及
び
施
行
日
以
後
に
新
政
党
助

成
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
書
の
提
出
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
属
す
る
年
の
前
年
以
前
の
年
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
政
党
助
成
法
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
旧
政
党
助
成
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
及
び
施
行
日
前
に
旧
政
党
助
成
法
第
二
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
四
条 

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で



  

四
三 

定
め
る
。 

（
関
係
法
律
の
整
備
） 

第
十
五
条 
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

（
収
支
報
告
書
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
提
供
） 

第
十
六
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
四
条
の
四
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十

四
条
の
四
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十

二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
当
該
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
個
人
寄
附
者
等
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
関
す
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い

て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
一
般
の
利
用
に

供
す
る
た
め
の
制
度
の
整
備
に
関
し
、
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
政
党
の
選
挙
区
支
部
に
対
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
寄
附
金
控
除
の
特
例
及
び
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
適
用
除
外
） 

第
十
七
条 

公
職
の
候
補
者
が
、
政
党
の
支
部
で
選
挙
区
の
区
域
又
は
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
も



 

四
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の
の
う
ち
、
当
該
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
寄
附
金
控
除
の
特
例
及
び
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
適
用
対
象
と
な

ら
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
政
党
交
付
金
の
交
付
停
止
の
制
度
の
創
設
） 

第
十
八
条 

政
党
助
成
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
党
交
付
金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
て
い
る
政
党
に
所
属
す
る
衆
議

院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
が
政
治
資
金
又
は
選
挙
に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
事
件
に
関
し
起
訴
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
政
党
に

対
し
て
交
付
す
べ
き
政
党
交
付
金
の
う
ち
そ
の
起
訴
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
議
員
数
割
（
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
議
員
数
割
を
い
う
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
の
交
付
を
停
止
す
る
制
度
を
創
設
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
が

講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
政
治
資
金
に
係
る
機
関
の
設
置
に
関
す
る
検
討
） 

第
十
九
条 

国
会
に
よ
る
政
治
資
金
に
係
る
立
法
に
関
す
る
機
能
及
び
自
律
的
な
政
治
資
金
の
規
正
の
強
化
に
資
す
る
た
め
、

政
治
資
金
に
関
す
る
政
策
の
提
言
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
関
係
す
る
政
治
団
体
の
政
治
資
金
に
関
す
る
法
令
の

規
定
の
遵
守
の
状
況
の
監
視
及
び
当
該
規
定
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
勧
告
等
を
行
う
機
関
を
国
会
に
設
置
す
る
こ



  

四
五 

と
と
し
、
そ
の
機
関
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
不
断
の
見
直
し
） 

第
二
十
条 

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
政
治
活
動
の
公
明
を
確
保
す
る
た
め
に
望
ま
し
い
政
治
資
金
の
収
支
の
公
開

に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
政
治
団
体
及
び
公
職
の
候
補
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
政
治
活
動
が
国
民
の
監
視
と
批

判
の
下
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
不
断
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 





  

四
七 

理 

由 
最
近
に
お
け
る
政
治
資
金
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
の
適
正
の
確
保
及
び
透
明
性
の
向
上
に
よ
り
政

治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
回
復
を
図
る
た
め
、
収
支
報
告
書
の
不
記
載
、
虚
偽
記
入
等
に
関
す
る
政
治
団
体
の
代
表
者
に
対

す
る
罰
則
の
強
化
、
政
治
資
金
監
査
の
対
象
と
な
る
政
治
団
体
及
び
事
項
の
拡
大
、
収
支
報
告
書
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
一
層
の
推

進
、
政
党
か
ら
公
職
の
候
補
者
に
対
し
て
さ
れ
る
寄
附
の
禁
止
及
び
渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
支
出
の
禁
止
、
政
策
研
究
団
体
に

よ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
の
禁
止
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
支
払
者
の
氏
名
等
の
公
開
基
準
の
引
下
げ
、
外

国
人
等
か
ら
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
収
受
の
禁
止
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
方
法
の
制
限
等
の
措

置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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◎
政
治
資
金
規
正
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
に
よ
る
改
正
後
） 

 
 

 
 

政
治
資
金
規
正
法
目
次 

第
一
章
～
第
三
章 

〔
略
〕 

第
三
章
の
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例 

 

第
三
章
の
三 

登
録
政
治
資
金
監
査
人 

第
三
章
の
四 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会 

第
四
章
～
第
七
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

    

２ 

〔
略
〕 

 

政
治
資
金
規
正
法
目
次 

第
一
章
～
第
三
章 

〔
略
〕 

第
三
章
の
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
等 

第
一
節 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例 

第
二
節 

登
録
政
治
資
金
監
査
人 

第
三
節 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会 

第
四
章
～
第
七
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
は
、
政
治
資
金
が
民
主
政
治
の
健
全
な
発
達
を
希
求
し
て

拠
出
さ
れ
る
国
民
の
浄
財
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
収
支
の
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
こ
れ
に
対
す
る
判
断
は
国
民
に
ゆ
だ
ね
、

い
や
し
く
も
政
治
資
金
の
拠
出
に
関
す
る
国
民
の
自
発
的
意
思
を
抑
制
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
適
切
に
運
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
治
団
体
は
、
そ
の
責
任
を
自
覚
し
、
そ
の
政
治
資
金
の
収
受
に
当
た
つ

て
は
、
い
や
し
く
も
国
民
の
疑
惑
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
こ
の
法
律



  

- 2 - 

 
３ 
政
治
資
金
の
収
支
の
報
告
に
当
た
つ
て
は
、
真
実
の
記
載
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
支
出
の
相
手

方
と
し
て
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
を
記
載
す
る
等
政
治
活
動
の
公

明
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
定
義
等
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
」
と
は
、
衆
議
院
議
員

又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
政
治
団
体
（
政

党
及
び
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
団
体
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

６ 

〔
略
〕 

 

第
四
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
収
入
」
と
は
、
金
銭
、
物
品
そ
の
他
の
財
産

上
の
利
益
の
収
受
で
、
第
八
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
の
た

め
に
供
与
し
、
又
は
交
付
し
た
金
銭
等
（
金
銭
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
財
産

上
の
利
益
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
当
該
運
用
に
係
る
当
該
金
銭
等
に
相

当
す
る
金
銭
等
の
収
受
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
支
出
」
と
は
、
金
銭
、
物
品
そ
の
他
の
財
産
上
の

利
益
の
供
与
又
は
交
付
で
、
第
八
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用

の
た
め
に
す
る
金
銭
等
の
供
与
又
は
交
付
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

に
基
づ
い
て
公
明
正
大
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〔
新
設
〕 

    

（
定
義
等
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

２
～
４ 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

  

５ 

〔
略
〕 

 

第
四
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
収
入
」
と
は
、
金
銭
、
物
品
そ
の
他
の
財
産

上
の
利
益
の
収
受
で
、
第
八
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
の
た

め
に
供
与
し
、
又
は
交
付
し
た
金
銭
等
（
金
銭
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
財
産

上
の
利
益
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
当
該
運
用
に
係
る
当
該
金
銭
等
に
相

当
す
る
金
銭
等
の
収
受
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
支
出
」
と
は
、
金
銭
、
物
品
そ
の
他
の
財
産
上
の

利
益
の
供
与
又
は
交
付
で
、
第
八
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用

の
た
め
に
す
る
金
銭
等
の
供
与
又
は
交
付
以
外
の
も
の
を
い
う
。 
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第
五
条 

〔
略
〕 

       

２ 

〔
略
〕 

  

（
政
治
団
体
の
届
出
等
） 

第
六
条 

政
治
団
体
は
、
そ
の
組
織
の
日
又
は
第
三
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は

前
条
第
一
項
各
号
の
団
体
と
な
つ
た
日
（
同
項
第
二
号
の
団
体
に
あ
つ
て

は
、
次
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
日
）
か
ら
七
日
以
内

に
、
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業

者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条

第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
信
書
便
に
よ
る
こ
と
な
く
文
書
で
、
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体
の
目

的
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
区

域
、
当
該
政
治
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者
及
び
会
計
責
任
者
に
事
故
が

 

第
五
条 

こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体

は
、
政
治
団
体
と
み
な
す
。 

一 

政
治
上
の
主
義
又
は
施
策
を
研
究
す
る
目
的
を
有
す
る
団
体
で
、
衆
議

院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
が
主
宰
す
る
も
の
又
は
そ
の
主
要
な
構
成

員
が
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
で
あ
る
も
の 

二 

政
治
資
金
団
体
（
政
党
の
た
め
に
資
金
上
の
援
助
を
す
る
目
的
を
有
す

る
団
体
で
、
第
六
条
の
二
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

２ 

こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
負

担
す
る
党
費
又
は
会
費
は
、
寄
附
と
み
な
す
。 

 

（
政
治
団
体
の
届
出
等
） 

第
六
条 

政
治
団
体
は
、
そ
の
組
織
の
日
又
は
第
三
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は

前
条
第
一
項
各
号
の
団
体
と
な
つ
た
日
（
同
項
第
二
号
の
団
体
に
あ
つ
て
は

次
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
日
、
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し
て
新
た
に
組
織
さ
れ
又
は

新
た
に
政
治
団
体
と
な
つ
た
団
体
に
あ
つ
て
は
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
）
か
ら
七
日
以
内
に
、
郵
便
又
は
民
間
事
業
者

に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る

特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書

便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
る
こ
と
な
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あ
り
又
は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
れ
ぞ

れ
一
人
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
選
任
年
月
日
、
当
該
政
治
団
体
が

政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体
が
第
十

四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
当

該
政
治
団
体
を
主
宰
す
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
又
は
当
該
政

治
団
体
の
主
要
な
構
成
員
で
あ
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
氏

名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
、
当
該
政
治
団
体
が
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
代
表
者
で
あ
る
公
職
の
候
補
者
に

係
る
公
職
の
種
類
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

 

第
七
条 

政
治
団
体
は
、
第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
次
条
及
び
第
七
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た

事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
異
動
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
そ
の
異
動
に
係
る

事
項
を
同
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同

条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
前
条
の
規
定
に
よ

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
治
団

く
文
書
で
、
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体
の
目
的
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
及
び
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
区
域
、
当
該
政
治
団
体
の
代
表

者
、
会
計
責
任
者
及
び
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
又
は
会
計
責
任
者
が
欠

け
た
場
合
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
氏
名
、
住
所
、
生

年
月
日
及
び
選
任
年
月
日
、
当
該
政
治
団
体
が
政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
で

あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体
が
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
代
表
者
で

あ
る
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
、
当
該
政
治
団
体
が
同
項
第
二
号

に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
同
号
の
公
職
の

候
補
者
の
氏
名
及
び
当
該
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
事
項
を
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府

県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

 

第
七
条 

政
治
団
体
は
、
第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
次
条
及
び
第
七
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た

事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
異
動
の
日
（
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係

る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
該
当
し
た
と
き
又
は
当
該
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
条
の
八
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
）
か
ら
七
日
以
内
に
、
そ
の
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体
が
提
出
し
た
綱
領
等
の
内
容
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

    

２ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
各
年
中
に
お
い
て
第
十
九

条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
同
一
の
公
職
の

候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項

の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
同
一
の
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も

の
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
治
団
体
を
含
む
。
）
か
ら
受
け
た
寄
附
の

金
額
（
金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
万
円
以
上
と
な
つ
た

と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
政
治
団
体
で
あ
る
旨
、
当
該
寄
附
の
金
額
の
合
計
額
が
百
万
円
に
達
し
た

年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
政
治
団
体
の
名
称
並
び
に
当
該
政
治
団
体

に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
を
第
六
条

第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
政
治
団
体
が
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
） 

第
七
条
の
二 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該

異
動
に
係
る
事
項
を
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
同
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
前

条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
政
治
団
体
が
提
出
し
た
綱
領
等
の
内
容
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。 

〔
新
設
〕 

            

２ 

第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
政
治
団
体
が
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
） 

第
七
条
の
二 
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
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届
出
を
受
け
た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
は
、
そ
の
届

出
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
、
そ
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
の
氏
名
、
当

該
政
治
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
当
該
政
治
団
体
が
政
党
又
は
政

治
資
金
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体
が
第
十
四
条
の
二
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体

を
主
宰
す
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
又
は
当
該
政
治
団
体
の
主

要
な
構
成
員
で
あ
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
氏
名
及
び
そ
の

者
に
係
る
公
職
の
種
類
並
び
に
当
該
政
治
団
体
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
代
表
者
で
あ
る
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公

職
の
種
類
を
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
の
公
報
又
は
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
き
前
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
受
け

た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
政

治
団
体
の
名
称
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治

団
体
で
あ
る
旨
、
同
項
に
規
定
す
る
寄
附
の
金
額
の
合
計
額
が
百
万
円
に
達

し
た
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
政
治
団
体
の
名
称
並
び
に
当
該
政
治

団
体
に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
を
、

遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
の
公
報
又
は
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
都
道

府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
公
報
の
写
し

届
出
を
受
け
た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
は
、
そ
の
届

出
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
、
そ
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
の
氏
名
、
当

該
政
治
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
当
該
政
治
団
体
が
政
党
又
は
政

治
資
金
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
当
該
政
治
団
体
が
第
十
九
条
の
七
第

一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び

そ
の
代
表
者
で
あ
る
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
並
び
に
当
該
政
治

団
体
が
同
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の

旨
、
同
号
の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
当
該
公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職

の
種
類
を
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
の
公
報
又
は
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
き
前
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

〔
新
設
〕 

       

２ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
都
道
府

県
の
公
報
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
公
報
の
写
し
を
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を
総
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
〔
略
〕 

 

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
） 

第
八
条
の
二 
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
（
対
価
を
徴
収
し
て
行
わ
れ
る
催
物

で
、
当
該
催
物
の
対
価
に
係
る
収
入
の
金
額
か
ら
当
該
催
物
に
要
す
る
経
費

の
金
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
当
該
催
物
を
開
催
し
た
者
又
は
そ
の
者
以
外

の
者
の
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
こ
れ
ら
の
者
が
政
治
団
体
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
活
動
）
に
関
し
支
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
政
治
団
体
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団

体
を
除
く
。
）
に
よ
つ
て
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
は
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開

催
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
支
出
の
禁
止
） 

第
八
条
の
三 

政
治
団
体
の
経
費
の
支
出
は
、
当
該
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は

構
成
員
に
対
す
る
渡
切
り
の
方
法
に
よ
つ
て
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
政
治
団
体
及
び
公
職
の
候
補
者
の
政
治
資
金
の
運
用
） 

第
八
条
の
四 

〔
略
〕 

   

総
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

〔
略
〕 

 

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
） 

第
八
条
の
二 

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
（
対
価
を
徴
収
し
て
行
わ
れ
る
催
物

で
、
当
該
催
物
の
対
価
に
係
る
収
入
の
金
額
か
ら
当
該
催
物
に
要
す
る
経
費

の
金
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
当
該
催
物
を
開
催
し
た
者
又
は
そ
の
者
以
外

の
者
の
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
こ
れ
ら
の
者
が
政
治
団
体
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
活
動
）
に
関
し
支
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
政
治
団
体
に
よ
つ
て
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

〔
新
設
〕 

   

〔
新
設
〕 

  

（
政
治
団
体
及
び
公
職
の
候
補
者
の
政
治
資
金
の
運
用
） 

第
八
条
の
三 

政
治
団
体
は
そ
の
有
す
る
金
銭
等
を
、
公
職
の
候
補
者
は
そ
の

者
が
政
党
か
ら
受
け
た
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
そ
の
他
の
政
治
資
金
に
係

る
金
銭
等
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り
運
用
し
て
は
な
ら
な

い
。 
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（
会
計
帳
簿
の
備
付
け
及
び
記
載
） 

第
九
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
会

計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
。
第
十

五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
（
会
計
帳
簿
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、

会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
会
計
帳
簿
を
備
え
、

こ
れ
に
当
該
政
治
団
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

全
て
の
収
入
及
び
こ
れ
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

〔
略
〕 

ロ 

寄
附
（
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
を
除
く
。
以
下

ロ
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項 

 

寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
時
価

一 

銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
へ
の
預
金
又
は
貯
金 

二 

国
債
証
券
、
地
方
債
証
券
、
政
府
保
証
債
券
（
そ
の
元
本
の
償
還
及
び

利
息
の
支
払
に
つ
い
て
政
府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う
。
）
又
は
銀
行
、

農
林
中
央
金
庫
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
若
し
く
は
全
国
を
地
区

と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
の
発
行
す
る
債
券
（
次
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に

お
い
て
「
国
債
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
取
得 

三 

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律

第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信

託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
の
あ
る
も
の 

 

（
会
計
帳
簿
の
備
付
け
及
び
記
載
） 

第
九
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
会

計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
。
第
十

五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
（
会
計
帳
簿
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、

会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
会
計
帳
簿
を
備
え
、

こ
れ
に
当
該
政
治
団
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

す
べ
て
の
収
入
及
び
こ
れ
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

〔
略
〕 

ロ 

寄
附
（
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
を
除
く
。
以
下

ロ
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

は
、
そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
（
寄
附
を
し
た
者

が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
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に
見
積
も
つ
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
、
第

十
一
条
の
四
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
百
五
十
万
円
以

下
の
場
合 

そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
（
寄
附

を
し
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
寄
附
の

金
額
及
び
年
月
日
、
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一

項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
並
び
に
当
該
寄
附
が
第
十
九
条
の
十
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
寄
附
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 

 

寄
附
の
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
場
合 

に
定
め
る
事
項

及
び
そ
の
寄
附
の
種
別
（
当
該
寄
附
が
金
銭
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
預
金
若
し
く
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
又
は
現
金
の
別
を
、

金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利
益
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
種
類
又
は

品
目
に
よ
る
区
分
を
い
う
。
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
お
い

て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
そ
の
寄
附
の
内
容
に
関
す
る
事
項
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
事
項 

ハ
～
ホ 

〔
略
〕 

ヘ 

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
の
う
ち
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

ご
と
に
、
そ
の
名
称
、
開
催
年
月
日
、
開
催
場
所
及
び
対
価
に
係
る
収

入
の
金
額
並
び
に
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業

（
対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主

び
代
表
者
の
氏
名
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の

財
産
上
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
。
以
下
同
条

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者
が

第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 

           

ハ
～
ホ 

〔
略
〕 

ヘ 

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
の
う
ち
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

ご
と
に
、
そ
の
名
称
、
開
催
年
月
日
、
開
催
場
所
及
び
対
価
に
係
る
収

入
の
金
額
並
び
に
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業

（
対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主



  

- 10 - 

た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十

二
条
第
一
項
第
一
号
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
対
価
の
支
払
に
係

る
収
入
の
金
額
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
第

二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項

本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
そ
の
旨 

ト
～
リ 

〔
略
〕 

二 

全
て
の
支
出
（
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任

者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ
た
支
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
一
条
の

四
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
の
二
及
び
第
十
九
条
の
十
六
に
お
い
て
同

じ
。
）
並
び
に
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
支
出
を
受
け
た
者

が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
。

次
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に

そ
の
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日 

三 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 

（
会
計
責
任
者
に
対
す
る
明
細
書
の
提
出
） 

第
十
条 

〔
略
〕 

    

た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
。
次
条
第
三
項
及
び
第
十

二
条
第
一
項
第
一
号
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払

に
係
る
収
入
の
金
額
及
び
年
月
日 

   

ト
～
リ 

〔
略
〕 

二 

す
べ
て
の
支
出
（
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責

任
者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ
た
支
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
二

条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
の
十
一
、
第
十
九
条
の
十
三
及
び
第
十
九
条

の
十
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
支
出
を
受
け
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
。
次
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
並
び
に
そ
の
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日 

三 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 

（
会
計
責
任
者
に
対
す
る
明
細
書
の
提
出
） 

第
十
条 

政
治
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該

政
治
団
体
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
、
又
は
支
出
を
し
た
者
は
、
寄
附
を
受
け

又
は
支
出
を
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及

び
職
業
並
び
に
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
又
は
支
出
を
受
け
た
者
の
氏

名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
明
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２
・
３ 
〔
略
〕 

 

（
会
計
責
任
者
等
が
支
出
を
す
る
場
合
の
手
続
） 

第
十
一
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会

計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
支
出
を
し
た
者
は
、

一
件
五
万
円
以
上
の
全
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及

び
年
月
日
を
記
載
し
た
領
収
書
そ
の
他
の
支
出
を
証
す
べ
き
書
面
（
以
下

「
領
収
書
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ

を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

      

（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
係
る
収
入
受
領
書
の
作
成
等
） 

第
十
一
条
の
二 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
資
金
監
査
対
象
団

体
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
五
ま
で
及
び
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て

単
に
「
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
」
と
い
う
。
）
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治

資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当

細
書
を
会
計
責
任
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
計
責
任

者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

 

（
会
計
責
任
者
等
が
支
出
を
す
る
場
合
の
手
続
） 

第
十
一
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会

計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
支
出
を
し
た
者
は
、

一
件
五
万
円
以
上
の
す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額

及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
領
収
書
そ
の
他
の
支
出
を
証
す
べ
き
書
面
（
以
下

「
領
収
書
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ

を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

政
治
団
体
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体

の
た
め
に
一
件
五
万
円
以
上
の
支
出
を
し
た
者
は
、
領
収
書
等
（
振
込
み
の

方
法
に
よ
り
支
出
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
金
融
機
関
が
作
成
し
た
振
込
み

の
明
細
書
で
あ
つ
て
当
該
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
（
以

下
「
振
込
明
細
書
」
と
い
う
。
）
）
を
直
ち
に
会
計
責
任
者
に
送
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
〔
新
設
〕 
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該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
収
入
を
受
け
た
者
は
、
全
て
の
収
入

に
つ
い
て
、
そ
の
収
入
に
係
る
支
払
を
受
け
た
後
直
ち
に
、
当
該
支
払
を
し

た
者
の
氏
名
（
そ
の
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）
並
び
に
当

該
支
払
に
係
る
収
入
の
金
額
及
び
年
月
日
（
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
の
対
価
の
支
払
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
及
び
当
該
寄
附
又
は
当
該

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
た
旨
）
を
記
載
し
た
受
領
書

（
以
下
「
収
入
受
領
書
」
と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
控
え
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体

の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
資
金
監
査
対

象
団
体
の
た
め
に
収
入
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
受
領
書

を
作
成
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
収
入
受
領
書
を
そ
の
収
入
に
係
る
支
払

を
し
た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
支
払
を
し
た
者

が
そ
の
受
領
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
収
入
に
つ
い
て

は
、
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
資
金
監
査
対
象
団

体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
資
金
監
査

対
象
団
体
の
た
め
に
収
入
を
受
け
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

書
面
（
次
項
及
び
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
収
入
の
明
細
書
等
」

と
い
う
。
）
の
作
成
を
も
つ
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
受
領
書
及
び

そ
の
控
え
の
作
成
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
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一 

個
人
が
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費 

こ
れ
を
納
入
し
た
者
の
氏
名
並
び

に
そ
の
党
費
又
は
会
費
の
金
額
及
び
納
入
年
月
日
を
記
載
し
た
明
細
書 

二 
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
の
対
価
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

そ
の
事
業
に
係
る
物
品
の
品
目
又

は
役
務
の
内
容
ご
と
の
金
額
の
内
訳
及
び
収
入
年
月
日
を
記
載
し
た
明
細

書 

三 

借
入
金 

そ
の
借
入
先
、
借
入
金
額
及
び
借
入
年
月
日
を
記
載
し
た
契

約
書
そ
の
他
の
書
面 

４ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て

当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
収
入
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
収
入
受
領
書
の
控
え
を
作
成
し
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

り
収
入
の
明
細
書
等
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
収
入
受
領
書
の
控
え
又
は

当
該
収
入
の
明
細
書
等
を
直
ち
に
会
計
責
任
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
は
、
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座

へ
の
振
込
み
に
よ
り
さ
れ
た
収
入
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

６ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た

め
に
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ

せ
ん
を
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

７ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
に
係
る
第
十
条
第
二
項
及

び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
明
細
書
」
と
あ

る
の
は
「
明
細
書
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
収
入
受
領
書
の
控
え
（
当
該
寄
附
が
当
該

寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
に
よ
り

さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
口
座
に
係
る
通
帳
そ
の
他
の
金
融
機
関
が

作
成
し
た
書
面
で
あ
つ
て
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の

の
写
し
（
当
該
書
面
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
。
第
二

十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
明
細
書
」
と

あ
る
の
は
「
明
細
書
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
収
入
受
領
書
の
控
え
（
当
該
対
価
の
支

払
が
当
該
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
へ

の
振
込
み
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
口
座
に
係
る
通
帳
そ
の

他
の
金
融
機
関
が
作
成
し
た
書
面
で
あ
つ
て
当
該
支
払
わ
れ
た
対
価
の
金
額

及
び
支
払
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
（
当
該
書
面
を
複
写
機
に
よ
り

複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
。
第
二
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
す
る
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
係
る
支
出
を
す
る
場
合
の
手
続
） 

第
十
一
条
の
三 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
資
金
監

査
対
象
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治

資
金
監
査
対
象
団
体
の
た
め
に
支
出
を
し
た
者
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
一
件
五
万
円
以
上
の
全
て
の
支
出
」

と
あ
る
の
は
「
全
て
の
支
出
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
一
件
五
万
円
以
上
の

支
出
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
」
と
す
る
。 

 

                

〔
新
設
〕 
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（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
係
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明

細
書
等
の
作
成
） 

第
十
一
条
の
四 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
（
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

を
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
年
に
お
い
て
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
で
あ
つ
た

も
の
を
含
む
。
次
条
及
び
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
会
計
責
任

者
は
、
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
が
行
つ
た
支
出
の
う
ち
領
収
書
等
を

徴
し
難
い
事
情
が
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支

出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
（
第
十
二
条
第
二
項
に
お

い
て
「
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
」
と
い
う
。
）
（
振
込

明
細
書
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
当
該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た

書
面
。
以
下
「
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
」
と
い

う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
に
係
る
残
高
証
明
等
） 

第
十
一
条
の
五 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
当
該
政
治
資

金
監
査
対
象
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
に
つ
い
て
、
毎
年
十
二
月
三
十
一
日
現

在
で
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
日
に
お
け
る
残
高
を
証

す
る
書
面
（
以
下
「
残
高
証
明
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
報
告
書
の
提
出
） 

  

〔
新
設
〕 

             

〔
新
設
〕 

     

（
報
告
書
の
提
出
） 
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第
十
二
条 

政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る

部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
毎
年

十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収

入
、
支
出
そ
の
他
の
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と

き
は
、
そ
の
旨
）
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内

（
そ
の
間
に
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
公
示

の
日
か
ら
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
二
項
に

お
い
て
「
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、

四
月
以
内
）
に
、
第
六
条
第
一
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

全
て
の
収
入
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
別

の
金
額
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

〔
略
〕 

ロ 

同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
で
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
が
年
間
五
万
円
を

超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
事
項 

 

一
件
当
た
り
の
金
額
が
百
五
十
万
円
以
下
の
場
合 

そ
の
寄
附
を

し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
、
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月

日
、
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定

す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は

そ
の
旨
並
び
に
当
該
寄
附
が
第
十
九
条
の
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
に
係
る
寄
附
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 

第
十
二
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限

り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
毎
年
十
二
月
三

十
一
日
現
在
で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収
入
、
支
出
そ

の
他
の
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の

旨
）
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
（
そ
の
間
に

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選

挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
報

告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
四
月
以
内
）

に
、
第
六
条
第
一
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の

選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

す
べ
て
の
収
入
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目

別
の
金
額
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

〔
略
〕 

ロ 

同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
で
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
が
年
間
五
万
円
を

超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び

職
業
、
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者
が

第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 
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一
件
当
た
り
の
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
場
合 

に
定
め

る
事
項
及
び
そ
の
寄
附
の
種
別
そ
の
他
の
そ
の
寄
附
の
内
容
に
関
す

る
事
項
と
し
て
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項 

ハ
～
ヘ 
〔
略
〕 

ト 

一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
（
報
告
書
に
記
載

す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
け
る
収
入
を
含
む
。
）
の

う
ち
、
同
一
の
者
か
ら
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
で
、

そ
の
金
額
の
合
計
額
が
五
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年

に
お
け
る
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
、
当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
氏

名
、
住
所
及
び
職
業
、
当
該
対
価
の
支
払
に
係
る
収
入
の
金
額
及
び
年

月
日
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
八
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で

あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 

チ 

一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
（
報
告
書
に
記
載

す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
け
る
収
入
を
含
む
。
）
の

う
ち
、
同
一
の
者
に
よ
つ
て
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
が
五
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

の
年
に
お
け
る
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
つ
い
て
、
当
該
対
価
の
支

払
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
並
び
に
当
該
対
価

の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
収
入
の
金
額
、
こ
れ
を
集
め
た
期
間
及
び

こ
れ
が
当
該
政
治
団
体
に
提
供
さ
れ
た
年
月
日 

リ
・
ヌ 

〔
略
〕 

    

ハ
～
ヘ 

〔
略
〕 

ト 

一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
（
報
告
書
に
記
載

す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
け
る
収
入
を
含
む
。
）
の

う
ち
、
同
一
の
者
か
ら
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
で
、

そ
の
金
額
の
合
計
額
が
二
十
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の

年
に
お
け
る
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
、
当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
職
業
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払
に
係
る
収
入
の
金
額

及
び
年
月
日 

  

チ 

一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
（
報
告
書
に
記
載

す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
け
る
収
入
を
含
む
。
）
の

う
ち
、
同
一
の
者
に
よ
つ
て
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
が
二
十
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
年
に
お
け
る
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
つ
い
て
、
当
該
対
価
の

支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
並
び
に
当
該
対

価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
収
入
の
金
額
、
こ
れ
を
集
め
た
期
間
及

び
こ
れ
が
当
該
政
治
団
体
に
提
供
さ
れ
た
年
月
日 

リ
・
ヌ 
〔
略
〕 



  

- 18 - 

二 

全
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
別

の
金
額
並
び
に
人
件
費
、
光
熱
水
費
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経
費

以
外
の
経
費
の
支
出
（
一
件
当
た
り
の
金
額
（
数
回
に
わ
た
つ
て
さ
れ
た

と
き
は
、
そ
の
合
計
金
額
）
が
五
万
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
、
そ
の
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目

的
、
金
額
及
び
年
月
日 

二
の
二 

翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額 

三 

〔
略
〕 

２ 

政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る

と
き
は
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
領
収
書
等
の
写
し
（
当
該
領
収
書
等
を
複
写
機
に

よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
（
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事

情
が
あ
つ
た
と
き
は
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
又
は
当

該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
及
び
振
込
明
細
書
の
写
し
（
当
該
振
込
明

細
書
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
を
併

せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

３ 

政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す

る
者
を
含
む
。
第
十
九
条
の
四
及
び
第
十
九
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
第
一
項
第
一
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
の
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
又
は
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
に
記

載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
が
あ

二 

す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目

別
の
金
額
並
び
に
人
件
費
、
光
熱
水
費
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経

費
以
外
の
経
費
の
支
出
（
一
件
当
た
り
の
金
額
（
数
回
に
わ
た
つ
て
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
合
計
金
額
）
が
五
万
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ

い
て
、
そ
の
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目

的
、
金
額
及
び
年
月
日 

〔
新
設
〕 

三 

〔
略
〕 

２ 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
同

項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
領
収
書
等
の
写
し
（
当
該
領
収
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し

た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
（
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
つ
た

と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し

た
書
面
（
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
「
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ

た
支
出
の
明
細
書
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面

及
び
振
込
明
細
書
の
写
し
（
当
該
振
込
明
細
書
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た

も
の
に
限
る
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含

む
。
第
十
九
条
の
四
及
び
第
十
九
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
一
項

第
一
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
の
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の

対
価
に
係
る
収
入
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収

入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
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る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に

係
る
事
項
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当

該
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
同
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

〔
略
〕 

 

第
十
三
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者

が
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
寄
附
以
外
の
寄
附
に
つ
い
て
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
書
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
寄
附
に
準
じ
て
記

載
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に

係
る
収
入
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
三
条
の
二 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
が
政

治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
と
し
て
行
う
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
に
係
る
同
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三
月
」
と
あ
る
の
は
「
五

月
」
と
、
「
四
月
」
と
あ
る
の
は
「
六
月
」
と
す
る
。 

２ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
政
治
団
体
の

代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
と
し
て
第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る

と
き
は
、
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
で
あ
る
間
に
受
け
た
収
入
に
つ
い
て
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
入
受
領
書
の
控
え
又
は
収
入
の
明

い
て
、
当
該
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
事
項
に

つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
に

記
載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
同
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

４ 

〔
略
〕 

 

第
十
三
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
同
項
の
規

定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
寄
附
以
外
の
寄
附
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
書
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
寄
附
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

  

〔
新
設
〕 
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細
書
等
（
以
下
「
収
入
受
領
書
の
控
え
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
（
当
該
収

入
受
領
書
の
控
え
等
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
当
該

収
入
が
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込

み
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
口
座
に
係
る
通
帳
そ
の
他
の
金

融
機
関
が
作
成
し
た
書
面
で
あ
つ
て
当
該
収
入
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載

し
た
も
の
（
以
下
「
通
帳
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
（
当
該
通
帳
等
を
複
写

機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
）
及
び
残
高
証
明
等
の
写
し
（
当
該

残
高
証
明
等
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
併
せ
て
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
監
査
意
見
書
の
添
付
） 

第
十
四
条 

政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
の
党
則
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

も
の
に
基
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
会
計
監
査
を
行
う
べ
き
者
に
対
し
、
当
該
報

告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
（
第
十
条
に
規
定
す
る
明
細
書
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
、
収
入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
及
び
残
高

証
明
等
に
つ
い
て
の
監
査
意
見
を
求
め
、
当
該
監
査
意
見
を
記
載
し
た
書
面

を
当
該
報
告
書
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

 

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
よ
る
政
治
資
金
監
査
） 

第
十
四
条
の
二 

次
に
掲
げ
る
政
治
団
体
（
以
下
「
政
治
資
金
監
査
対
象
団

          

（
監
査
意
見
書
の
添
付
） 

第
十
四
条 

政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
政
党
又

は
政
治
資
金
団
体
の
党
則
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ

い
て
設
け
ら
れ
た
会
計
監
査
を
行
う
べ
き
者
に
対
し
、
当
該
報
告
書
に
係
る

会
計
帳
簿
、
明
細
書
（
第
十
条
に
規
定
す
る
明
細
書
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
領
収
書
等
に
つ
い
て
の
監
査
意
見
を
求
め
、
当
該
監
査
意
見
を

記
載
し
た
書
面
を
当
該
報
告
書
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
２ 
前
項
の
書
面
の
様
式
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

  

〔
新
設
〕 
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体
」
と
い
う
。
）
（
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を
報
告
書
に
記
載
す
べ

き
年
に
お
い
て
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
で
あ
つ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責

任
者
と
し
て
同
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
報

告
書
並
び
に
当
該
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
収
入
受
領
書
の
控

え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書

等
、
振
込
明
細
書
及
び
残
高
証
明
等
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会

が
行
う
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
研
修
を
修
了
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
政
治
資
金
監
査
人
」
と
い

う
。
）
の
政
治
資
金
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体 

二 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
で
、
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参

議
院
議
員
が
主
宰
す
る
も
の
又
は
そ
の
主
要
な
構
成
員
が
衆
議
院
議
員
若

し
く
は
参
議
院
議
員
で
あ
る
も
の
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団

体
を
含
む
。
） 

三 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体 

２ 

前
項
の
政
治
資
金
監
査
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
定
め
る
政
治
資

金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
収
入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書

等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
、
振
込
明
細
書
及
び

残
高
証
明
等
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 
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二 

会
計
帳
簿
に
は
当
該
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け

る
収
入
及
び
支
出
の
状
況
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
政
治
資
金

監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
る
こ
と
。 

三 

第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
収
入
受
領
書

の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の

明
細
書
等
、
振
込
明
細
書
及
び
残
高
証
明
等
に
基
づ
い
て
収
入
及
び
支
出

並
び
に
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
は
、
会
計
帳
簿
に
基
づ

い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

３ 

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
第
一
項
の
政
治
資
金
監
査
を
行
つ
た
と
き

は
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
様
式
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

５ 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者
、
会
計
責
任
者
に
事

故
が
あ
り
又
は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ

の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
当
該

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
。 

６ 

第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
で

あ
る
公
認
会
計
士
に
係
る
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
六
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
同

法
第
三
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
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（
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
四
条
の
三 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、

政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
と
し
て
第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書

を
提
出
す
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
政
治
資
金
監
査
人

が
作
成
し
た
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
当
該
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
報
告
書
等
の
提
出
） 

第
十
四
条
の
四 

政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、

第
十
二
条
第
一
項
（
第
十
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
資

金
監
査
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

（
以
下
単
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
会
計
帳
簿
等
の
保
存
） 

第
十
六
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
政
治
団
体
が
次
条
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た

者
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
及

び
振
込
明
細
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
係
る
報
告

書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

 

〔
新
設
〕 

      

〔
新
設
〕 

        

（
会
計
帳
簿
等
の
保
存
） 

第
十
六
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
政
治
団
体
が
次
条
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た

者
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
及
び

振
込
明
細
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
係
る
報
告
書

の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
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年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
の
会
計
責
任
者
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
領
収
書
等
及
び
振
込
明
細
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
収

入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た

支
出
の
明
細
書
等
、
振
込
明
細
書
及
び
残
高
証
明
等
」
と
す
る
。 

３ 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
（
第
二
十
二
条

の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日

か
ら
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
解
散
の
届
出
等
） 

第
十
七
条 

政
治
団
体
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変
更
そ
の
他
に
よ
り
政
治
団

体
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者

は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
政
治
資
金
監
査
対
象
団
体
に
あ
つ
て
は
、

六
十
日
以
内
）
に
、
そ
の
旨
及
び
年
月
日
を
、
第
六
条
第
一
項
各
号
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣

に
文
書
で
届
け
出
る
と
と
も
に
、
そ
の
日
現
在
で
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

  

な
ら
な
い
。 

〔
新
設
〕 

   

２ 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ

れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
解
散
の
届
出
等
） 

第
十
七
条 

政
治
団
体
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変
更
そ
の
他
に
よ
り
政
治
団

体
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者

は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
年
月
日
を
、
第
六
条
第
一

項
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

又
は
総
務
大
臣
に
文
書
で
届
け
出
る
と
と
も
に
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

の
例
に
よ
り
、
そ
の
日
現
在
で
、
収
入
及
び
支
出
並
び
に
資
産
等
に
関
す
る

事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
政
治
団
体
が
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
を
そ
の
提
出
期
限

ま
で
に
提
出
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
治
団
体
が
当
該
提
出
期
限
ま

で
に
当
該
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
前
年
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
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３ 

〔
略
〕 

    

４ 

第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
三
条
の
二
第
二

項
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の
報
告
書
に

つ
い
て
、
第
十
一
条
の
五
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
残
高
証
明
等
の
写
し
に
係
る
残
高

証
明
等
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
公
表
を
都
道
府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
に
よ
り

行
つ
た
と
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
政
治
団
体
の
支
部
） 

第
十
八
条 

政
治
団
体
（
政
治
資
金
団
体
を
除
く
。
）
が
支
部
を
有
す
る
場
合

に
は
、
当
該
政
治
団
体
の
本
部
及
び
支
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体
と

み
な
し
て
こ
の
章
の
規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
五
項
、
第
六
条
の
二
、
第
七
条
の
二
第
四

項
及
び
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
、
第
十
一
条
の
五
及
び
第

出
す
べ
き
報
告
書
を
も
提
出
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
八
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
治
団
体
は
、
当
該
提
出
期
限
を
経
過
し

た
日
以
後
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
な
い
も
の
と

み
な
す
。 

３ 

政
治
団
体
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
と
き
、
又
は
前
項
の
規

定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
第
六
条
第
一
項
各
号
の
区
分
に
従

い
、
当
該
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
公
報
又
は
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定

は
第
一
項
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
公
表
を
都
道
府
県
の
公
報
へ
の

掲
載
に
よ
り
行
つ
た
と
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

    

（
政
治
団
体
の
支
部
） 

第
十
八
条 

政
治
団
体
（
政
治
資
金
団
体
を
除
く
。
）
が
支
部
を
有
す
る
場
合

に
は
、
当
該
政
治
団
体
の
本
部
及
び
支
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体
と

み
な
し
て
こ
の
章
の
規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
五
項
、
第
六
条
の
二
、
第
七
条
の
二
第
三

項
、
第
十
四
条
（
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
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十
三
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
三
条
の
二

第
一
項
を
除
く
。
）
を
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
六
条
第
二
項
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
当
該
政
治
団
体
の
支

部
（
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
、
第
十
一
条
の
五
、
第
十
三

条
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定

（
第
十
三
条
の
二
第
一
項
を
除
く
。
）
を
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
政
党
の
支
部
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
適
用
が
な
い
も
の
と
し
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
リ
中

「
そ
の
他
の
収
入
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
収
入
（
寄
附
並
び
に
イ
、
ホ

及
び
チ
の
収
入
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
交
付
金
以
外
の
収
入

を
い
う
。
）
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ヌ
中
「
リ
の
収
入
」
と
あ
る

の
は
「
リ
の
収
入
並
び
に
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
交
付
金
」
と
し
、

そ
の
他
の
こ
の
章
の
規
定
の
当
該
政
治
団
体
の
本
部
及
び
支
部
に
つ
い
て
の

適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
政
治
団
体
の
支
部
が
第
十
九
条
の
十
七
第
二
項

に
規
定
す
る
政
党
の
支
部
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
政
治
団
体
の
支
部
は
、
第

六
条
、
第
六
条
の
三
か
ら
第
七
条
の
二
ま
で
及
び
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十

一
条
の
四
ま
で
、
第
十
一
条
の
五
、
第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
四
条
の
二
か

ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
国
会
議
員

関
係
政
治
団
体
と
み
な
す
。 

次
条
の
規
定
は
、
当
該
政
治
団
体
の
支
部
に
つ
い
て
は
適
用
が
な
い
も
の
と

し
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
リ
中
「
そ
の
他
の
収
入
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の

他
の
収
入
（
寄
附
並
び
に
イ
、
ホ
及
び
チ
の
収
入
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項

に
規
定
す
る
交
付
金
以
外
の
収
入
を
い
う
。
）
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
ヌ
中
「
リ
の
収
入
」
と
あ
る
の
は
「
リ
の
収
入
並
び
に
第
十
八
条
第
四

項
に
規
定
す
る
交
付
金
」
と
し
、
そ
の
他
の
こ
の
章
の
規
定
の
当
該
政
治
団

体
の
本
部
及
び
支
部
に
つ
い
て
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
そ
の

他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

        

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
政
治
団
体
の
支
部
が
第
十
九
条
の
七
第
二
項
に

規
定
す
る
政
党
の
支
部
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
政
治
団
体
の
支
部
は
、
第
六

条
及
び
第
六
条
の
三
か
ら
第
七
条
の
二
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
の
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
と
み
な
す
。 
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３ 

〔
略
〕 

４ 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、

第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
記
載
を
す
る

と
き
は
、
当
該
政
治
団
体
の
本
部
若
し
く
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金

に
係
る
収
入
又
は
当
該
政
治
団
体
の
本
部
若
し
く
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し

た
交
付
金
に
係
る
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
併

せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

〔
略
〕 

５ 

〔
略
〕 

 

（
政
治
団
体
以
外
の
者
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
場
合
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
二 

政
治
団
体
以
外
の
者
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
に
な
る
と
見
込
ま

れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
当
該
政
治
団
体
以
外

の
者
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
時
か
ら
政
治
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
の
章

（
第
六
条
第
五
項
、
第
六
条
の
二
、
第
七
条
第
二
項
、
第
七
条
の
二
、
第
八

条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
十
二
条
第

一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で
、
第

十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
三
項
並
び
に
前
条
の
規
定
を
除
く
。
）
の
規

定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。
政
治
団
体
以
外
の
者
が

開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
に
な
つ
た
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
組
織
の
日
又
は
第
三

３ 

〔
略
〕 

４ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
十
二
条
第

一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
記
載
を
す
る
と
き
は
、
当

該
政
治
団
体
の
本
部
若
し
く
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

又
は
当
該
政
治
団
体
の
本
部
若
し
く
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に

係
る
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

〔
略
〕 

５ 

〔
略
〕 

 

（
政
治
団
体
以
外
の
者
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
場
合
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
二 

政
治
団
体
以
外
の
者
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
に
な
る
と
見
込
ま

れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
当
該
政
治
団
体
以
外

の
者
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
時
か
ら
政
治
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
の
章

（
第
六
条
第
五
項
、
第
六
条
の
二
、
第
七
条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三

号
及
び
第
三
項
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
三
項
並
び

に
前
条
の
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適

用
す
る
。
政
治
団
体
以
外
の
者
が
開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
が
特
定

パ
ー
テ
ィ
ー
に
な
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
組
織
の
日
又
は
第
三
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条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
各
号
の
団
体
と
な
つ
た
日
（
同
項
第

二
号
の
団
体
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ

た
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体

以
外
の
者
が
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
日
」
と
、
「
主
と
し

て
そ
の
活
動
を
行
う
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
の
開
催
場
所
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
主
と
し
て
そ
の
活
動

を
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
綱
領
、
党
則
、
規
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ

ィ
ー
の
名
称
、
開
催
年
月
日
及
び
開
催
場
所
並
び
に
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ

ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
予
定
金
額
及
び
当
該
対
価
に
係
る
収
入
の
金
額

か
ら
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
要
す
る
経
費
の
金
額
を
差
し
引
い
た
残

額
を
支
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
（
そ
の
者
が
団
体
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
名
称
）
を
記
載
し
た
文
書
」
と
、
「
綱
領
等
」
と
あ
る
の
は

「
開
催
計
画
書
等
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一

項
及
び
第
二
項
」
と
、
第
六
条
の
三
中
「
主
と
し
て
活
動
を
行
う
区
域
」
と

あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
場
所
」
と
、
第
七
条
第
一
項
中

「
綱
領
等
」
と
あ
る
の
は
「
開
催
計
画
書
等
」
と
、
第
八
条
中
「
政
治
活
動

（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開

催
」
と
、
「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
対

価
の
支
払
」
と
、
第
八
条
の
四
中
「
そ
の
有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資

金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
に
関
し
て
さ
れ
た
収
入
に
係
る
金
銭
等
の
全
部
又
は

一
部
に
相
当
す
る
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
政
治
団
体
に
係
る
」
と
あ
る

の
は
「
政
治
団
体
の
開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
」
と
、
第
十

条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
各
号
の
団
体
と
な
つ
た
日
（
同
項
第

二
号
の
団
体
に
あ
つ
て
は
次
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た

日
、
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し

て
新
た
に
組
織
さ
れ
又
は
新
た
に
政
治
団
体
と
な
つ
た
団
体
に
あ
つ
て
は
第

十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
）
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
以
外
の
者
が
政
治
団
体

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
日
」
と
、
「
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
区

域
」
と
あ
る
の
は
「
開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
場
所
」
と
、

同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
」
と
あ
る
の
は

「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
綱
領
、
党

則
、
規
約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
名
称
、
開
催
年

月
日
及
び
開
催
場
所
並
び
に
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収

入
の
予
定
金
額
及
び
当
該
対
価
に
係
る
収
入
の
金
額
か
ら
当
該
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
に
要
す
る
経
費
の
金
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
支
出
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
（
そ
の
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）

を
記
載
し
た
文
書
」
と
、
「
綱
領
等
」
と
あ
る
の
は
「
開
催
計
画
書
等
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」

と
、
第
六
条
の
三
中
「
主
と
し
て
活
動
を
行
う
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
場
所
」
と
、
第
七
条
第
一
項
中
「
綱
領
等
」
と
あ

る
の
は
「
開
催
計
画
書
等
」
と
、
第
八
条
中
「
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含

む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
」
と
、
「
寄
附
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
対
価
の
支
払
」
と
、
第

八
条
の
三
中
「
そ
の
有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
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二
条
第
一
項
中
「
毎
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る

そ
の
年
に
お
け
る
収
入
、
支
出
そ
の
他
の
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
政
治
団
体
の
開
催
し
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
次
に

掲
げ
る
事
項
」
と
、
「
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
（
そ
の
間
に
衆
議
院

議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期

日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
報
告
書
の

提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
四
月
以
内
）
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
終
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
全
て
の
収
入
」
と
あ
る
の
は
「
全
て
の
収
入
（
予
定

さ
れ
る
収
入
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
号
ロ
及

び
ハ
中
「
年
間
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
円
」
と
、
同
号
ト
及
び
チ
中

「
そ
の
年
に
お
け
る
対
価
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
全
て
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
全
て
の
支
出
（
予
定
さ
れ
る
支
出
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
支
出
に
つ

い
て
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
（
予
定
さ
れ
る
支
出
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
」

と
、
第
十
六
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二

第
四
項
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
政
治
団
体
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の

変
更
そ
の
他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
つ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治
団
体
以
外

の
者
が
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の

開
催
を
中
止
し
た
と
き
」
と
、
「
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「
会
計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職

務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
一

催
に
関
し
て
さ
れ
た
収
入
に
係
る
金
銭
等
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
」

と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
政
治
団
体
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
団
体
の

開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
の

会
計
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
と
、
「
毎
年

十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収

入
、
支
出
そ
の
他
の
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治

団
体
の
開
催
し
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、

「
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
（
そ
の
間
に
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は

参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
が
か

か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ

れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
四
月
以
内
）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
終
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
」
と
、
同
項
第
一
号
中

「
す
べ
て
の
収
入
」
と
あ
る
の
は
「
す
べ
て
の
収
入
（
予
定
さ
れ
る
収
入
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
年
間

五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
円
」
と
、
同
号
ト
及
び
チ
中
「
そ
の
年
に
お

け
る
対
価
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
の

支
出
」
と
あ
る
の
は
「
す
べ
て
の
支
出
（
予
定
さ
れ
る
支
出
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
支
出
に
つ
い
て
」
と

あ
る
の
は
「
支
出
（
予
定
さ
れ
る
支
出
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
」
と
、
第
十

六
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
第
四
項
」

と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
政
治
団
体
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変
更
そ
の

他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
つ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治
団
体
以
外
の
者
が
第
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項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
項
」
と
、
「
提
出
し
な
い
場

合
に
お
い
て
、
当
該
政
治
団
体
が
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
当
該
提
出
期
限
の

属
す
る
年
の
前
年
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
報
告
書
を
も

提
出
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
い
と
き
」

と
、
第
二
十
三
条
中
「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
対
価
の
支
払
」
と
し
、
そ
の

他
の
こ
の
章
の
規
定
の
当
該
政
治
団
体
以
外
の
者
に
つ
い
て
の
適
用
に
関
し

必
要
な
技
術
的
読
替
え
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

    

３
・
４ 

〔
略
〕 

 

第
三
章 

公
職
の
候
補
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
等 

 

（
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
） 

第
十
九
条
の
二 

〔
略
〕 

      

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
を
中

止
し
た
と
き
」
と
、
「
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
会
計
責

任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐

す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
項
」
と
、
「
提
出
し
な
い
場
合
に
お
い

て
、
当
該
政
治
団
体
が
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
当
該
提
出
期
限
の
属
す
る
年

の
前
年
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
報
告
書
を
も
提
出
し
て

い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
い
と
き
」
と
、
第
二

十
三
条
中
「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
対
価
の
支
払
」
と
し
、
そ
の
他
の
こ
の

章
の
規
定
の
当
該
政
治
団
体
以
外
の
者
に
つ
い
て
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技

術
的
読
替
え
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 

第
三
章 

公
職
の
候
補
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
等 

 

（
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
） 

第
十
九
条
の
二 

資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
資
金
管
理

団
体
の
届
出
を
受
け
た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
は
、

そ
の
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
、
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種

類
並
び
に
資
金
管
理
団
体
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者

の
氏
名
を
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
の
公
報
又
は
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
き
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
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（
資
金
管
理
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
通
知
） 

第
十
九
条
の
三 

〔
略
〕 

     

２ 

資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
同

日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

公
表
を
都
道
府
県
の
公
報
又
は
官
報
の
発
行
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法

律
第
八
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
官
報
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
書
面
官
報
」
と
い
う
。
）
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
つ
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
当
該
都
道
府
県
の
公
報
又
は
書
面
官
報
の
写
し
を
、
都
道
府
県
の

選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
及
び
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の

選
挙
管
理
委
員
会
、
総
務
大
臣
に
あ
つ
て
は
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の
選

挙
管
理
委
員
会
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
資
金
管
理
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
通
知
） 

第
十
九
条
の
三 

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
公
職
の
候
補
者
は
、
そ
の
者

が
公
職
の
候
補
者
で
あ
る
間
に
政
党
か
ら
受
け
た
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附

に
係
る
金
銭
等
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
銭
等
を
当
該
資
金
管
理
団

体
に
取
り
扱
わ
せ
る
た
め
当
該
資
金
管
理
団
体
に
寄
附
す
る
と
き
は
、
文
書

で
、
そ
の
旨
を
当
該
資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
三

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
資
金
管
理
団
体
の
会
計
帳
簿
の
記
載
） 

第
十
九
条
の
四 

〔
略
〕 

      

（
資
金
管
理
団
体
の
報
告
書
の
記
載
等
） 

第
十
九
条
の
五 

資
金
管
理
団
体
（
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収
入
及
び
支
出
が
あ
つ
た
年
に
お
い

て
資
金
管
理
団
体
で
あ
つ
た
も
の
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代

表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
特
定
寄
附
に
つ
い
て
、
政
治
団
体
の
代
表
者
及

び
会
計
責
任
者
と
し
て
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
書
の
記
載
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
総
額
を
併
せ
て
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
九
条
の
五
の
二 

資
金
管
理
団
体
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
）
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
が
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会

計
責
任
者
と
し
て
行
う
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
第
十
七
条
第
一

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
に
係

る
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
経
費

以
外
の
経
費
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
費
以
外
の
経
費
（
第
十
九
条
第

（
資
金
管
理
団
体
の
会
計
帳
簿
の
記
載
） 

第
十
九
条
の
四 

資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
特
定
寄
附
（
資
金
管
理

団
体
の
届
出
を
し
た
公
職
の
候
補
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
資

金
管
理
団
体
に
対
し
て
す
る
寄
附
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者
と
し
て
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
帳
簿
の

記
載
を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
事
項
を
併

せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
資
金
管
理
団
体
の
報
告
書
の
記
載
等
） 

第
十
九
条
の
五 

資
金
管
理
団
体
（
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収
入
及
び
支
出
が
あ
つ
た
年
に
お
い

て
資
金
管
理
団
体
で
あ
つ
た
も
の
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
会

計
責
任
者
は
、
特
定
寄
附
に
つ
い
て
、
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
と
し
て
第

十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
記
載
を
す

る
と
き
は
、
そ
の
総
額
を
併
せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

第
十
九
条
の
五
の
二 

資
金
管
理
団
体
（
第
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
会
計
責
任
者
が
政
治

団
体
の
会
計
責
任
者
と
し
て
行
う
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
第
十

七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
の

提
出
に
係
る
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号

中
「
経
費
以
外
の
経
費
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
費
以
外
の
経
費
（
第
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二
項
に
規
定
す
る
資
金
管
理
団
体
で
あ
る
間
に
行
つ
た
支
出
に
あ
つ
て
は
、

人
件
費
以
外
の
経
費
）
の
支
出
」
と
す
る
。 

 
〔
削
る
〕 

〔
削
る
〕 

 

第
十
九
条
の
七
か
ら
第
十
九
条
の
九
ま
で 

削
除 

                

十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
管
理
団
体
で
あ
る
間
に
行
つ
た
支
出
に
あ

つ
て
は
、
人
件
費
以
外
の
経
費
）
の
支
出
」
と
す
る
。 

 

第
三
章
の
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
等 

第
一
節 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
） 

第
十
九
条
の
七 

こ
の
節
に
お
い
て
「
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
」
と
は
、
次

に
掲
げ
る
政
治
団
体
（
政
党
及
び
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
団
体
を
除

く
。
）
を
い
う
。 

一 

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ

る
政
治
団
体 

二 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条

の
十
八
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
政
治
団
体
の
う
ち
、
特
定
の
衆
議
院

議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
を
推
薦
し
、
又
は
支
持
す

る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
政
治
団
体 

２ 

こ
の
節
の
規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

政
党
の
支
部
で
、
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参

議
院
議
員
に
係
る
選
挙
区
の
区
域
又
は
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
を
単
位
と
し

て
設
け
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職

の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
前
項
第
一
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
す
。 

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
通
知
） 
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第
三
章
の
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
報
告
書
の
記
載
等
） 

第
十
九
条
の
八 

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
は
、

前
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
該
当
す
る
政
治
団

体
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
政
治
団
体
に
対
し
、
文
書
で
、
同
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
に
該
当
す
る
た
め
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
、
遅
滞
な
く
、
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
者
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員

に
係
る
公
職
の
候
補
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
政
治
団
体
に
対
し
、

文
書
で
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
該
当
し

な
く
な
つ
た
た
め
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
必
要
が
あ
る

旨
を
、
遅
滞
な
く
、
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
文
書
の
様
式
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
支
出
の
手
続
） 

第
十
九
条
の
九 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
の
た
め
に
支
出
を
し
た
者
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
一
件
五
万
円
以
上
の
す
べ
て
の
支

出
」
と
あ
る
の
は
「
す
べ
て
の
支
出
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
一
件
五
万
円

以
上
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
」
と
す
る
。 

 
〔
新
設
〕 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
報
告
書
の
記
載
等
） 
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第
十
九
条
の
十 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら

の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
年
に
お
い
て

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
つ
た
も
の
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
が
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任

者
と
し
て
行
う
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
に
係
る
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
経
費
以
外
の

経
費
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
経
費
以
外
の
経
費
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
で
あ
る
間
に
行
つ
た
支
出
に
あ
つ
て
は
、
人
件
費
以
外
の
経
費
）
の
支

出
」
と
、
「
五
万
円
以
上
の
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
円
を
超
え
る
」
と
す

る
。 

   

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
報
告
書
の
一
元
的
な
閲
覧
） 

 

第
十
九
条
の
十
一 

総
務
大
臣
は
、
全
て
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い

て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
さ
れ
た
同
項
の
報
告
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ

り
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
ご
と
に
一
元
的
に

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

第
十
九
条
の
十 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収
入
及
び
支
出
が
あ
つ
た

年
に
お
い
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
つ
た
も
の
を
含
む
。
次
条
か
ら

第
十
九
条
の
十
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
会
計
責
任
者
が
政
治
団
体
の

会
計
責
任
者
と
し
て
行
う
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
第
十
七
条
第

一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
に

係
る
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
五
月
以
内
」
と
、

「
四
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
六
月
以
内
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
経
費
以

外
の
経
費
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
経
費
以
外
の
経
費
（
第
十
九
条
の
七
第

一
項
に
規
定
す
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
間
に
行
つ
た
支
出
に
あ

つ
て
は
、
人
件
費
以
外
の
経
費
）
の
支
出
」
と
、
「
五
万
円
以
上
の
」
と
あ

る
の
は
「
一
万
円
を
超
え
る
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
三
十
日
以
内
」

と
あ
る
の
は
「
六
十
日
以
内
」
と
す
る
。 

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明

細
書
等
の
作
成
） 

第
十
九
条
の
十
一 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
当
該
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
が
行
つ
た
支
出
の
う
ち
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が

あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

資
金
監
査
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明

細
書
（
振
込
明
細
書
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
当
該

支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
。
以
下
「
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
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２ 
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い

て
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
報
告
書
を
公
表
し
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
に
対
し
、

前
項
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事

項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
寄
附
を
受
け
た
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例

等
） 

第
十
九
条
の
十
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び

政
治
資
金
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
各
年

中
に
お
い
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
同
一
の
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者

で
あ
る
も
の
か
ら
受
け
た
寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利
益
に
つ

い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計

額
が
百
万
円
以
上
と
な
つ
た
政
治
団
体
は
、
そ
の
年
及
び
そ
の
翌
年
に
お
い

て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
当
該
政
治

団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体
の

た
め
に
支
出
を
し
た
者
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
中
「
五
万
円
以
上
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
万
円
を
超
え
る
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者

は
、
第
十
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
二
条
第
一

の
明
細
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
に
係
る
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
振
込
明
細
書
」
と
あ
る
の
は
、

「
、
振
込
明
細
書
及
び
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
」
と

す
る
。 

  

（
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い

て
の
適
用
） 

第
十
九
条
の
十
二 

第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

十
一
条
、
第
十
九
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
二
条
第
一

項
第
二
号
、
同
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す

る
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
旨
の
届
出
を
し
た
日
か
ら

適
用
す
る
。 
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項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
一
条
及
び
第
十
九
条
の
十
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
第
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
日
か
ら
適
用
す
る
。 

５ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団

体
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
と
き
は
、
文
書
で
、
当
該
寄
附
が
国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
で
あ
る
旨
、
当
該
寄
附
を
す
る
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
そ
の

者
に
係
る
公
職
の
種
類
並
び
に
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
の
金
額
の
合
計
額

が
百
万
円
以
上
と
な
つ
た
と
き
は
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
そ
の
寄
附
を
受
け
る
政
治
団
体
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

６ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
寄
附
を
受
け
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

以
外
の
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
同

日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
政
治
団
体
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
な
つ
た

後
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

７ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
が
他
の
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
以
外
の
政
治
団
体
に
寄
附
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
国
会
議
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員
関
係
政
治
団
体
で
同
一
の
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
及
び
前

二
項
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

政
治
団
体
が
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
同
項
及
び
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
そ
の

者
に
係
る
公
職
の
種
類
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当

該
寄
附
を
す
る
政
治
団
体
に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係

る
公
職
の
種
類
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め

る
。 

  

第
十
九
条
の
十
三
か
ら
第
十
九
条
の
十
五
ま
で 

削
除 

            

         

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
よ
る
政
治
資
金
監
査
） 

第
十
九
条
の
十
三 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
政
治
団
体

の
会
計
責
任
者
と
し
て
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書

を
提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
報
告
書
並
び
に
当
該
報
告
書
に

係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出

の
明
細
書
等
及
び
振
込
明
細
書
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
行

う
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
研
修
を
修
了
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
政
治
資
金
監
査
人
」
と
い

う
。
）
の
政
治
資
金
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
政
治
資
金
監
査
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
定
め
る
政
治
資

金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出

の
明
細
書
等
及
び
振
込
明
細
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 
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二 

会
計
帳
簿
に
は
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け

る
支
出
の
状
況
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
る
こ
と
。 

三 

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿
、

明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
及

び
振
込
明
細
書
に
基
づ
い
て
支
出
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
は
、
会
計
帳
簿
に
基
づ

い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

３ 

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
第
一
項
の
政
治
資
金
監
査
を
行
つ
た
と
き

は
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
様
式
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

５ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者
、
会
計
責
任
者
に
事

故
が
あ
り
又
は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ

の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
当
該
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
。 

６ 

第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
で

あ
る
公
認
会
計
士
に
係
る
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
六
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
同

法
第
三
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
提
出
） 
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（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
） 

第
十
九
条
の
十
六 

何
人
も
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い
て
、
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
以
後

七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
報
告

書
を
受
理
し
た
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
、
当

該
報
告
書
に
係
る
支
出
（
人
件
費
以
外
の
経
費
の
支
出
に
限
る
。
）
の
う

ち
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
領
収
書
等
の
写
し
に
係

る
支
出
以
外
の
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十

第
十
九
条
の
十
四 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
政
治
団
体

の
会
計
責
任
者
と
し
て
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書

を
提
出
す
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
政
治
資
金
監
査
人

が
作
成
し
た
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
当
該
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
報
告
書
等
の
提
出
） 

第
十
九
条
の
十
五 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
十
九
条

の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
資
金
監
査
報
告

書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
） 

第
十
九
条
の
十
六 

何
人
も
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い
て
、
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
三
年
間
、

当
該
報
告
書
を
受
理
し
た
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

対
し
、
当
該
報
告
書
に
係
る
支
出
（
人
件
費
以
外
の
経
費
の
支
出
に
限

る
。
）
の
う
ち
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
領
収
書
等

の
写
し
に
係
る
支
出
以
外
の
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
三
十
二
条
第
一
号
に
お
い
て
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
」
と
い
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二
条
第
一
号
に
お
い
て
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
」
と
い
う
。
）
の
開
示
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
な
い
間

に
行
つ
た
支
出
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

２
～

 

〔
略
〕 

 

（
政
治
団
体
の
支
部
に
係
る
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
等
） 

第
十
九
条
の
十
七 

政
治
団
体
（
政
党
及
び
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
団

体
を
除
く
。
）
が
支
部
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
政
治
団
体
の
本
部
及
び

支
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
の
章
の
規
定
（
こ
れ

に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。 

２ 

こ
の
章
の
規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

政
党
の
支
部
で
、
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参

議
院
議
員
に
係
る
選
挙
区
の
区
域
又
は
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
を
単
位
と
し

て
設
け
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職

の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
と
み
な
す
。 

 

〔
削
る
〕 

第
三
章
の
三 

登
録
政
治
資
金
監
査
人 

（
登
録
） 

第
十
九
条
の
十
八 

〔
略
〕 

 

う
。
）
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
で
な
い
間
に
行
つ
た
支
出
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２
～

 

〔
略
〕 

 

（
政
治
団
体
の
支
部
に
係
る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
） 

第
十
九
条
の
十
七 

政
治
団
体
（
政
党
及
び
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
団

体
を
除
く
。
）
が
支
部
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
政
治
団
体
の
本
部
及
び

支
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
の
節
の
規
定
（
こ
れ

に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。 

〔
新
設
〕 

      

第
二
節 

登
録
政
治
資
金
監
査
人 

〔
新
設
〕 

（
登
録
） 

第
十
九
条
の
十
八 

〔
略
〕 
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（
登
録
の
細
目
） 

第
十
九
条
の
二
十
六 

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
の
手
続
、
登
録

の
抹
消
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
そ
の

他
登
録
に
関
す
る
細
目
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 

（
秘
密
保
持
義
務
） 

第
十
九
条
の
二
十
八 

〔
略
〕 

 

〔
削
る
〕 

第
三
章
の
四 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会 

（
設
置
） 

第
十
九
条
の
二
十
九 

総
務
省
に
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
九
条
の
三
十
七 

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び

運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
四
章 

報
告
書
の
公
開 

（
収
支
報
告
書
の
要
旨
等
の
公
表
） 

第
二
十
条 

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

を
受
理
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
総
務
大
臣
に
あ
つ
て
は

（
登
録
の
細
目
） 

第
十
九
条
の
二
十
六 

こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
の
手
続
、
登
録

の
抹
消
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
そ
の

他
登
録
に
関
す
る
細
目
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 

（
秘
密
保
持
義
務
） 

第
十
九
条
の
二
十
八 

〔
略
〕 

 

第
三
節 

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会 

〔
新
設
〕 

（
設
置
） 

第
十
九
条
の
二
十
九 

総
務
省
に
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
九
条
の
三
十
七 

こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び

運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
四
章 

報
告
書
の
公
開 

（
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
） 

第
二
十
条 

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

を
受
理
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、

総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
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官
報
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
公

報
に
よ
り
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
報
告
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
つ

い
て
は
、
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で

に
そ
の
要
旨
を
公
表
し
、
当
該
要
旨
を
公
表
し
た
日
か
ら
同
日
以
後
七
年
を

経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
報
告
書
を
継

続
し
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
寄
附
者
等
（
寄
附
若
し
く
は
寄
附

の
あ
つ
せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
若
し
く
は
対
価
の

支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の

住
所
に
係
る
部
分
を
公
表
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
、
郡
及
び
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
又
は

総
合
区
と
す
る
。
）
の
名
称
に
係
る
部
分
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
に

あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
の
国
名
）
に
限
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

〔
削
る
〕 

   

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に

つ
い
て
は
、
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
年
の
十
一
月
三
十
日
ま

で
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
総
務
大
臣
に
あ
つ
て
は
官
報
に
よ
り
、
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
公
報
に
よ
り
、
こ
れ

を
行
う
。 

   

３ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
報
告

書
の
要
旨
を
公
表
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
写
し
を
総
務
大
臣
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

      
４ 
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
同
項

の
報
告
書
を
公
表
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
の
要
旨
を
公
表
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
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（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
等
） 

第
二
十
条
の
二 
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
書
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
二
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
十
二
条
第
三
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面

並
び
に
第
十
四
条
の
三
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
資
金
監
査
報
告
書
は
、

こ
れ
ら
を
受
理
し
た
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い

て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
要
旨
を
公
表
し
た
日
か
ら
同
日

以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日

か
ら
同
日
以
後
七
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
総
務
大
臣
の
場
合
に
あ
つ
て
は
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
管
理
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
又
は
第
十

四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

切
な
方
法
に
よ
る
当
該
報
告
書
の
公
表
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の

要
旨
の
公
表
と
み
な
す
。 

 

（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
等
） 

第
二
十
条
の
二 

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
書
、
第
十
二
条
第
二
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
第
三
十
二
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
十
四
条
第
一
項

（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
並
び
に
第
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
政
治

資
金
監
査
報
告
書
は
、
こ
れ
ら
を
受
理
し
た
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選

挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
要
旨
を

公
表
し
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２ 

何
人
も
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日

か
ら
三
年
間
、
総
務
大
臣
の
場
合
に
あ
つ
て
は
総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
管

理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
報
告
書
、
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
書
面
又
は
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 

〔
略
〕 

 
（
会
社
等
の
寄
附
の
制
限
） 

第
二
十
一
条 
〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
政
党
の
支
部
で
、
一
以

上
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二

条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
区
又
は
総
合
区
の
区

域
）
又
は
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し

て
設
け
ら
れ
る
支
部
以
外
の
も
の
は
、
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
そ

れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体
と
み
な
す
。 

 

（
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
禁
止
） 

第
二
十
一
条
の
二 

〔
略
〕 

  

〔
削
る
〕 

 

（
寄
附
の
総
額
の
制
限
） 

第
二
十
一
条
の
三 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
特
定
寄
附
及
び
遺
贈
に
よ
つ
て
す
る
寄
附

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

〔
略
〕 

 

（
会
社
等
の
寄
附
の
制
限
） 

第
二
十
一
条 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
政
党
の
支
部
で
、
一
以

上
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
区
又
は
総
合
区
の
区
域
）
又
は
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規

定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
支
部
以
外
の
も
の
は
、

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
そ
れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体
と
み
な
す
。 

 

（
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
禁
止
） 

第
二
十
一
条
の
二 

何
人
も
、
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
除

く
。
）
に
関
し
て
寄
附
（
金
銭
等
に
よ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
政
治
団

体
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
政
党
が
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
寄
附
の
総
額
の
制
限
） 

第
二
十
一
条
の
三 

〔
略
〕 

２
・
３ 
〔
略
〕 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
特
定
寄
附
及
び
遺
贈
に
よ
つ
て
す
る
寄
附

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 
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５ 

〔
略
〕 

 
（
量
的
制
限
等
に
違
反
す
る
寄
附
の
受
領
の
禁
止
） 

第
二
十
二
条
の
二 

何
人
も
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
、
第

二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
を
受
け
て
は

な
ら
な
い
。 

 

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
関
す
る
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
八 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

第
二
十
二
条
の
五
、
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条

の
規
定
は
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
中
「
政
治
活
動
に
関

す
る
寄
附
」
と
あ
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
寄
附
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第

二
項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
の
対
価
の
支
払
」
と
、
同
項
中
「
当
該
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
と
、
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
中
「
政

治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
寄
附
」
と
あ
る

の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
政

治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資

金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
と
、
「
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ

ん
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
と
、
同
条
第
二
項
中

５ 

〔
略
〕 

 

（
量
的
制
限
等
に
違
反
す
る
寄
附
の
受
領
の
禁
止
） 

第
二
十
二
条
の
二 

何
人
も
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一

項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
を
受

け
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
関
す
る
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
八 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
政
治
資

金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
あ
り
、

及
び
同
条
第
三
項
中
「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対

価
の
支
払
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附

の
あ
つ
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ

つ
せ
ん
」
と
、
「
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
の
支

払
の
あ
つ
せ
ん
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る

寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払

の
あ
つ
せ
ん
」
と
、
「
、
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
、
対
価
の
支
払
」
と
、

「
当
該
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
政

治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
と
、
「
、
寄
附
」
と
あ

る
の
は
「
、
対
価
の
支
払
」
と
、
「
当
該
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価

と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

〔
略
〕 

 

第
二
十
二
条
の
八
の
二 
何
人
も
、
口
座
へ
の
振
込
み
（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
を
開
催
す
る
者
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
を
い
う
。
次
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
こ
と
な
く
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

の
対
価
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
者
は
、
口
座
へ
の
振
込
み
以
外
の
方

法
に
よ
つ
て
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
日
に
当

該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
場
所
に
お
い
て
す
る
当
該
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
そ
の
他
口
座
へ
の
振
込
み
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
す

る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の

支
払
及
び
そ
の
収
受
に
つ
い
て
は
、
口
座
へ
の
振
込
み
以
外
の
方
法
に
よ
つ

て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
口
座
へ
の
振
込
み
以
外
の

方
法
に
よ
つ
て
当
該
対
価
の
支
払
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
金
銭
を
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開

催
す
る
者
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
に
預
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

    

５ 

〔
略
〕 

 

〔
新
設
〕 
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第
六
章 

罰
則 

 

第
二
十
三
条
の
二 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
が
第
八
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
し
た
と
き
は
、
当

該
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年

以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
十
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
会
社
、
政
治
団
体
そ

の
他
の
団
体
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
団
体
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
は
、
三

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

   

二 

第
十
条
（
第
十
一
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
明
細
書
若
し
く
は
同
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
条
第
二
項
の
収
入
受
領
書
の
控
え
若

し
く
は
同
条
第
三
項
の
収
入
受
領
書
の
控
え
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
こ
れ

ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
虚
偽
の
記

入
を
し
た
者 

三 

第
十
一
条
（
第
十
一
条
の
三
又
は
第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
領
収

第
六
章 

罰
則 

 

〔
新
設
〕 

    

第
二
十
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
会
社
、
政
治
団
体
そ

の
他
の
団
体
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
団
体
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
は
、
三

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
会
計
帳
簿
を
備
え
ず
、
又
は
同
条
、
第
十

八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
第
九
条
第
一

項
の
会
計
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
若
し
く
は
こ
れ
に

虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 

二 

第
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
明
細
書
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
記

載
す
べ
き
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
若
し
く
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た

者 

   

三 

第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
領
収
書
等
を
徴
せ
ず
、
若
し
く
は
こ
れ

を
送
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 
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書
等
を
徴
せ
ず
、
若
し
く
は
こ
れ
を
送
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記

入
を
し
た
者 

三
の
二 

第
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
収
入
受
領
書
若
し
く
は
そ
の
控
え
を
作

成
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
若
し
く
は

こ
れ
ら
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 

三
の
三 

第
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
収
入
受
領
書
の
控
え

を
送
付
し
な
か
つ
た
者 

三
の
四 

第
十
一
条
の
五
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
残
高
証
明
等
を
徴
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚

偽
の
記
入
を
し
た
者 

四 

第
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
収
入
受

領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支

出
の
明
細
書
等
、
振
込
明
細
書
又
は
残
高
証
明
等
を
保
存
し
な
い
者 

五 

第
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
べ
き
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、

収
入
受
領
書
の
控
え
等
、
通
帳
等
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か

つ
た
支
出
の
明
細
書
等
、
振
込
明
細
書
又
は
残
高
証
明
等
に
虚
偽
の
記
入

を
し
た
者 

六 

〔
略
〕 

七 

〔
略
〕 

 

  

〔
新
設
〕 

  

 

〔
新
設
〕 

 

〔
新
設
〕 

  

四 

第
十
六
条
第
一
項
（
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
会
計
帳
簿
、
明
細

書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
又
は
振

込
明
細
書
を
保
存
し
な
い
者 

五 

第
十
六
条
第
一
項
（
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
べ
き
会
計
帳

簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書

等
又
は
振
込
明
細
書
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 

 
六 
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
し
な
い
者 

七 

第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
説
明
を
拒
み
、
若
し
く
は
虚

偽
の
説
明
を
し
、
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
同
条
の
報
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第
二
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁

刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
十
二
条
、
第
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し

て
報
告
書
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
の
提
出
を
し
な
か
つ
た

者 

一
の
二 

第
十
四
条
の
三
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
提
出
を
し
な

か
つ
た
者 

二 

第
十
二
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
四
項
又
は
第
十
九
条
の
五
の
規

定
に
違
反
し
て
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書

又
は
こ
れ
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
を
し

な
か
つ
た
者 

三 

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
又
は
こ
れ
に

併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 

〔
削
る
〕 

    

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
は
、
一
年
以

告
書
等
の
訂
正
を
拒
み
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
虚
偽
の
訂
正
を
し
た
者 

 

第
二
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁

刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
十
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
書
又
は
こ
れ
に
併

せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
の
提
出
を
し
な
か
つ
た
者 

 

一
の
二 

第
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
違
反
し
て
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書

の
提
出
を
し
な
か
つ
た
者 

 

二 

第
十
二
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
四
項
又
は
第
十
九
条
の
五
の
規

定
に
違
反
し
て
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書

又
は
こ
れ
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
を
し

な
か
つ
た
者 

三 

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
又
は
こ
れ
に

併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 

２ 

前
項
の
場
合
（
第
十
七
条
の
規
定
に
係
る
違
反
の
場
合
を
除
く
。
）
に
お

い
て
、
政
治
団
体
の
代
表
者
が
当
該
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
の
選
任
及
び

監
督
に
つ
い
て
相
当
の
注
意
を
怠
つ
た
と
き
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。 

 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
は
、
一
年
以
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下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
者 

二
・
三 

〔
略
〕 

 

第
二
十
六
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の

拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
四 

〔
略
〕 

四
の
二 

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受

け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違

反
行
為
を
し
た
者
） 

五
・
六 

〔
略
〕 

 

第
二
十
六
条
の
四 

〔
略
〕 

   

第
二
十
六
条
の
六 

第
十
四
条
の
二
第
三
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た

者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
三

第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
者 

二
・
三 

〔
略
〕 

 

第
二
十
六
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の

拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
四 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

   

五
・
六 

〔
略
〕 

 

第
二
十
六
条
の
四 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の

拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
四 

〔
略
〕 

 
第
二
十
六
条
の
六 

第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
に
虚

偽
の
記
載
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 
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第
二
十
六
条
の
七 

〔
略
〕 

   

第
二
十
七
条 
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
の

四
の
罪
を
犯
し
た
者
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
拘
禁
刑
及
び
罰
金
を
併
科
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

重
大
な
過
失
に
よ
り
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
罪
を
犯
し
た
者

は
、
当
該
各
条
の
刑
を
科
す
る
。
た
だ
し
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
減
軽

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

一 

過
失
に
よ
り
、
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
第
一
項
の
会
計
帳
簿

に
記
載
す
べ
き
寄
附
で
あ
つ
て
同
項
第
一
号
ロ

に
該
当
す
る
も
の
に
関

し
同
号
ロ

に
定
め
る
事
項
を
当
該
会
計
帳
簿
に
記
載
し
な
か
つ
た
者

（
当
該
会
計
帳
簿
に
記
載
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
、
前
項
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
） 

二 

過
失
に
よ
り
、
第
十
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
第
十
二

条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
寄
附
で
あ
つ

て
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
該
当
す
る
も
の
に
関
し
同
号
ロ

に

定
め
る
事
項
を
当
該
報
告
書
に
記
載
し
な
か
つ
た
者
（
当
該
報
告
書
に
記

載
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
、
前
項
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

 

第
二
十
六
条
の
七 

第
十
九
条
の
二
十
八
又
は
第
十
九
条
の
三
十
二
第
七
項
の

規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
十
七
条 

第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十

六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
の
四
の
罪
を
犯
し
た
者
に
は
、

情
状
に
よ
り
、
拘
禁
刑
及
び
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

重
大
な
過
失
に
よ
り
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
罪
を
犯

し
た
者
も
、
こ
れ
を
処
罰
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
情
状

に
よ
り
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

〔
新
設
〕 
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第
二
十
八
条 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
五
ま
で
並
び
に
前
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
罪
を
犯
し
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
裁
判
が
確

定
し
た
日
か
ら
五
年
間
（
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
て

は
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
日
か
ら
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
間
）
、
公
職
選
挙
法
に
規
定
す
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な

い
。 

２ 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
六
条
の
四
及
び
前
条

第
二
項
の
罪
を
犯
し
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た

日
か
ら
刑
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
の
間
若
し
く
は
刑
の
時
効
に
よ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
刑
の
執
行
の
免
除
を
受
け
る
ま
で
の
間
及
び
そ
の
後
五
年
間
又
は

そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
日
か
ら
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で

の
間
、
公
職
選
挙
法
に
規
定
す
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
。 

 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 

第
二
十
八
条
の
三 

団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
が
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十

三
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
五
ま
で
の
規
定
の
違
反
行

為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
団
体
に
対
し
て
当

該
各
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

 

（
政
治
資
金
の
規
正
に
関
す
る
事
務
に
係
る
国
庫
の
負
担
） 

第
三
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
は
、
国
庫
の
負
担
と
す
る
。 

第
二
十
八
条 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
五
ま
で
及
び
前
条
第
二
項
の

罪
を
犯
し
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
日
か
ら

五
年
間
（
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
裁
判

が
確
定
し
た
日
か
ら
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
間
）
、

公
職
選
挙
法
に
規
定
す
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
。 

 

２ 

第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
、
第

二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
六
条
の
四
及
び
前
条
第
二
項
の
罪
を
犯
し
拘
禁
刑

に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
日
か
ら
刑
の
執
行
を
終
わ
る

ま
で
の
間
若
し
く
は
刑
の
時
効
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
刑
の
執
行
の
免
除

を
受
け
る
ま
で
の
間
及
び
そ
の
後
五
年
間
又
は
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
日
か

ら
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
間
、
公
職
選
挙
法
に
規
定

す
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 

第
二
十
八
条
の
三 

団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
が
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二

十
六
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
五
ま
で
の
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
団
体
に
対
し
て
当
該
各
条
の
罰
金
刑
を

科
す
る
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

 

（
政
治
資
金
の
規
正
に
関
す
る
事
務
に
係
る
国
庫
の
負
担
） 

第
三
十
二
条 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
は
、
国
庫
の
負
担
と
す
る
。 
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一
・
二 

〔
略
〕 

三 
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、
書
面
（
第
十
二
条
第

二
項
及
び
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び

政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
保
存
に
要
す
る
費
用 

四 

〔
略
〕 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
届
出
等
の
特
例
） 

第
三
十
二
条
の
二 

第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
条
の
三
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
二
第
二
項
（
第
十
七
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
三
（
第
十
七
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十

八
条
第
五
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十

九
条
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
等
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
届
出
、
提
出
又
は
添
付
の
う
ち
総
務
大
臣
に
対
す
る
も
の
は
、
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
届
出
等
関
係
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
行
う
こ
と
を
要
し

な
い
。 

 

（
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
） 

一
・
二 

〔
略
〕 

三 

第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、
書
面
（
第
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
保

存
に
要
す
る
費
用 

四 

〔
略
〕 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
届
出
等
の
特
例
） 

第
三
十
二
条
の
二 

第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
条
の
三
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
二

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
十
九
条
第

二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
九
条
の
十
四
又
は
第
二
十
九
条
の

規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
等
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る

届
出
、
提
出
又
は
添
付
の
う
ち
総
務
大
臣
に
対
す
る
も
の
は
、
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
と

き
は
、
届
出
等
関
係
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

を
経
て
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。 

  

（
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
） 
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第
三
十
二
条
の
三 

第
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
九
条
の
三
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う

書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。 

 

（
課
税
の
特
例
） 

第
三
十
二
条
の
四 

個
人
が
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
寄
附
に
つ
い
て
こ
の
法
律
又
は
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
報
告

が
さ
れ
た
と
き
は
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
個
人
に
対
す
る
所
得
税
の
課
税
に
つ

い
て
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
。 

 

（
事
務
の
区
分
） 

第
三
十
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

一 

第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
六
条
の
三
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
の
二
第

一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十

七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び

第
三
十
二
条
の
三 

第
十
六
条
（
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
保
存
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保

存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

（
課
税
の
特
例
） 

第
三
十
二
条
の
四 

個
人
が
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
寄
附
に
つ
い
て
こ
の
法
律
又
は
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
報
告

が
さ
れ
た
と
き
は
、
租
税
特
別
措
置
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
個

人
に
対
す
る
所
得
税
の
課
税
に
つ
い
て
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
。 

  

（
事
務
の
区
分
） 

第
三
十
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

一 

第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
六
条
の
三
、
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七

条
の
三
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
十
八
条
第
五
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
、
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第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
、
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
、
第
十
九
条
の
十

六
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項

（
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務 

二 

第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条
の

三
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、

同
条
第
三
項
（
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
第
十
七
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一
項
、
第
十
二

条
第
一
項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

三 

第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条

の
三
、
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
三
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
務 

２ 

〔
略
〕 

 

第
十
九
条
の
十
六
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
条
の
二
、

第
二
十
二
条
の
六
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 

二 

第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条
の

三
、
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務 

三 

第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条

の
三
、
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
三
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
務 

２ 

第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
十
一
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自

治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 
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○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
寄
附
金
控
除
の
特
例
又
は
所
得

税
額
の
特
別
控
除
） 

第
四
十
一
条
の
十
八 

個
人
が
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
政
治

資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
四
条
第
四
項
に
規

定
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
（
同
法
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る

も
の
及
び
そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
い
う
。
）
を
し

た
場
合
に
は
、
当
該
寄
附
に
係
る
支
出
金
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
団
体
に
対

す
る
も
の
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支

出
金
に
あ
つ
て
は
、
当
該
支
出
金
を
支
出
し
た
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
次
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
当
該
支
出
金
を
除
き
、
第
四
号
ロ
に
掲

げ
る
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
団
体
が
推
薦

し
、
又
は
支
持
す
る
者
が
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

第
八
十
六
条
か
ら
第
八
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
第
四
号
ロ
の
候
補

者
と
し
て
届
出
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
及
び
そ
の
前
年
中
に
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
で
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

報
告
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
も
の
及
び
同
号
イ
に
規
定
す
る
対
象
公
職
の
候

（
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
寄
附
金
控
除
の
特
例
又
は
所
得

税
額
の
特
別
控
除
） 

第
四
十
一
条
の
十
八 

個
人
が
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
政
治

資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
四
条
第
四
項
に
規

定
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
（
同
法
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る

も
の
及
び
そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
い
う
。
）
を
し

た
場
合
に
は
、
当
該
寄
附
に
係
る
支
出
金
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
団
体
に
対

す
る
も
の
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支

出
金
に
あ
つ
て
は
、
当
該
支
出
金
を
支
出
し
た
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
次
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
当
該
支
出
金
を
除
き
、
第
四
号
ロ
に
掲

げ
る
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
団
体
が
推
薦

し
、
又
は
支
持
す
る
者
が
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

第
八
十
六
条
か
ら
第
八
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
第
四
号
ロ
の
候
補

者
と
し
て
届
出
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
及
び
そ
の
前
年
中
に
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
で
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

報
告
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
も
の
及
び
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
職
の
候
補
者
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補
者
と
し
て
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
、
第
八
十
六
条
の
三
又
は
第
八
十
六

条
の
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
に
対
し
当
該
対
象
公
職
に
係
る
選

挙
運
動
に
関
し
て
さ
れ
た
も
の
で
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告

書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
も
の
は
、
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
寄
附
金
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

一 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
党
（
そ
の
代
表
者

（
政
党
が
支
部
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
政
党
の
本
部
に
対
す
る
寄
附

に
係
る
支
出
金
に
あ
つ
て
は
当
該
政
党
の
代
表
者
、
当
該
政
党
の
支
部
に

対
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に
あ
つ
て
は
支
部
の
代
表
者
）
が
、
公
職
の

候
補
者
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
職
の
候
補
者
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

政
治
資
金
規
正
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
政
治
資
金
団
体

（
そ
の
代
表
者
が
公
職
の
候
補
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

三 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
で
、
衆
議
院

議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
が
主
宰
す
る
も
の
又
は
そ
の
主
要
な
構
成
員

が
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
で
あ
る
も
の
（
同
法
第
五
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
を
含
む
。
）
（
こ
れ
ら
の
団
体
の
代
表
者
が
当

該
団
体
を
主
宰
す
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
又
は
当
該
団
体

の
構
成
員
で
あ
る
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
） 

四 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の 

と
し
て
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
、
第
八
十
六
条
の
三
又
は
第
八
十
六
条
の

四
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
に
対
し
当
該
公
職
に
係
る
選
挙
運
動
に

関
し
て
さ
れ
た
も
の
で
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り

報
告
さ
れ
た
も
の
は
、
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄

附
金
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

一 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
党 

     

二 

政
治
資
金
規
正
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
政
治
資
金
団
体 

  

三 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
で
、
衆
議
院

議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
が
主
宰
す
る
も
の
又
は
そ
の
主
要
な
構
成
員

が
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
で
あ
る
も
の
（
同
法
第
五
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
を
含
む
。
） 

   

四 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の 
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イ 

衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
、
都
道
府

県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
市

長
の
職
（
ロ
に
お
い
て
「
対
象
公
職
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
者
を
推
薦

し
、
又
は
支
持
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
も
の
（
そ
の
代
表
者

が
そ
の
推
薦
又
は
支
持
に
係
る
当
該
対
象
公
職
に
あ
る
者
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
） 

ロ 

特
定
の
対
象
公
職
の
候
補
者
（
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
か
ら
第
八

十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
り
対
象
公
職
の
候
補
者
と

な
つ
た
者
を
い
う
。
）
又
は
当
該
対
象
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す

る
者
を
推
薦
し
、
又
は
支
持
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
も
の

（
そ
の
代
表
者
が
そ
の
推
薦
又
は
支
持
に
係
る
当
該
対
象
公
職
の
候
補

者
又
は
当
該
対
象
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

２ 

〔
略
〕 

        

イ 

衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
、
都
道
府

県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
市

長
の
職
（
ロ
に
お
い
て
「
公
職
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
者
を
推
薦
し
、

又
は
支
持
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
も
の 

  

ロ 

特
定
の
公
職
の
候
補
者
（
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
か
ら
第
八
十
六

条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
つ
た
者

を
い
う
。
）
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
推
薦

し
、
又
は
支
持
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
） 

  

２ 

個
人
が
指
定
期
間
内
に
支
出
し
た
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団

体
に
対
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
で
、
政
治
資
金
規
正

法
第
十
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
も

の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
そ
の
年
中
に
支
出
し
た
当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の

合
計
額
（
当
該
合
計
額
に
そ
の
年
中
に
支
出
し
た
特
定
寄
附
金
等
の
金
額

（
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
金
の
額
及
び
同
条

第
三
項
の
規
定
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
た

も
の
の
額
並
び
に
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
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３
～
６ 

〔
略
〕 

附
金
の
額
並
び
に
第
四
十
一
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象

特
定
新
規
株
式
の
取
得
に
要
し
た
金
額
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
加
算
し

た
金
額
が
、
当
該
個
人
の
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び

山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
の
百
分
の
四
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合

に
は
、
当
該
百
分
の
四
十
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
当
該
特
定
寄
附
金
等
の
金

額
を
控
除
し
た
残
額
）
が
二
千
円
（
そ
の
年
中
に
支
出
し
た
当
該
特
定
寄
附

金
等
の
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
二
千
円
か
ら
当
該
特
定
寄
附
金
等
の
金
額

を
控
除
し
た
残
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
か

ら
、
そ
の
超
え
る
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
百

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
控
除
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
す
る
金
額
が
、
当
該
個
人
の
そ
の
年
分
の

所
得
税
の
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該

控
除
す
る
金
額
は
、
当
該
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
限
度
と
す

る
。 

３
～
６ 

〔
略
〕 
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○
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
に
よ
る
改
正
後
） 

 
 

 
 

（
政
党
の
会
計
帳
簿
の
記
載
等
） 

第
十
五
条 

〔
略
〕 

                

（
政
党
の
会
計
帳
簿
の
記
載
等
） 

第
十
五
条 

政
党
（
そ
の
年
に
お
い
て
、
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
、
若
し

く
は
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
を
し
た
も
の
又
は
政
党
基
金
の
残
高
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）
の
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は

会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
と
し
、

会
計
帳
簿
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る

者
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
政
党
交
付
金
に
係
る
収

支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
会
計
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

政
党
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
金
額
及
び
年
月
日 

二 

政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
け
た
者
の
氏
名
及

び
住
所
（
そ
の
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
。
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
そ
の
目

的
、
金
額
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
充
て
た

政
党
交
付
金
の
金
額
又
は
こ
れ
に
充
て
る
た
め
取
り
崩
し
た
政
党
基
金
の

金
額 

三 

政
党
基
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
目
的
、
積
み
立
て
又
は
取
り

崩
し
た
金
額
及
び
年
月
日
、
そ
の
運
用
に
よ
り
収
受
し
た
果
実
の
金
額
及
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２ 
〔
略
〕 

      

３ 

〔
略
〕 

  

４ 

政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
第
一
項
の
会
計
帳
簿
、
第
二
項
の
領
収
書
等
及

び
前
項
の
残
高
証
明
等
を
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
係
る
報

告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
七
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

〔
略
〕 

   

（
政
党
の
報
告
書
の
提
出
等
） 

第
十
七
条 

第
十
五
条
第
一
項
の
政
党
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
（
報
告
書

の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含

む
。
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
十
二
月
三
十
一
日
現
在

び
収
受
の
年
月
日
並
び
に
残
高 

２ 

政
党
の
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
会
計
責
任
者

が
欠
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
。
次
条
第
一
項
を

除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
一
件
五
万
円
以
上
の
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
べ
き
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載

し
た
領
収
書
そ
の
他
の
書
面
（
以
下
「
領
収
書
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
社
会
慣
習
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
こ
れ
を
徴

し
難
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
政
党
基
金
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
高
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
残
高
証
明
等
」
と
い

う
。
）
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
第
一
項
の
会
計
帳
簿
、
第
二
項
の
領
収
書
等
及

び
前
項
の
残
高
証
明
等
を
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
係
る
報

告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
そ
の
支
部
に
対
し
て
支
部
政
党
交
付
金
を
支
給

す
る
と
き
は
、
併
せ
て
当
該
支
部
の
会
計
責
任
者
に
対
し
て
そ
の
旨
及
び
金

額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
政
党
の
報
告
書
の
提
出
等
） 

第
十
七
条 

第
十
五
条
第
一
項
の
政
党
の
会
計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係

る
部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
第
二
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
、
当
該
政
党
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で
、
当
該
政
党
の
そ
の
年
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が

な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
同
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
以
内
（
そ
の
間
に
総
選
挙
又
は
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙

の
期
日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
三
十
一
条
に
お
い
て
「
報
告
書
の

提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
四
月
以
内
）
に
、
総

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

〔
略
〕 

２ 

政
党
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
書
面
又
は
文
書
を

併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
第
三
号
の
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し

（
社
会
慣
習
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
こ
れ
を
徴
し
難
い
と
き
は
、
そ
の
旨

並
び
に
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記

載
し
た
書
面
又
は
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書

面
並
び
に
金
融
機
関
が
作
成
し
た
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る

振
込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の

の
写
し
。
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
号
及
び
第
七
号

に
お
い
て
「
政
党
分
領
収
書
等
の
写
し
」
と
い
う
。
）
及
び
政
党
基
金
に

係
る
残
高
証
明
等
の
写
し 

二
～
四 

〔
略
〕 

 

（
政
党
の
支
部
の
支
部
報
告
書
の
提
出
等
） 

第
十
八
条 

第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
（
支
部
報

の
そ
の
年
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、

そ
の
旨
）
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
同
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内

（
そ
の
間
に
総
選
挙
又
は
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期
日
ま
で
の

期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
三
十
一
条
に
お
い
て
「
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延

長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
四
月
以
内
）
に
、
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

〔
略
〕 

２ 

政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
書
面
又
は
文
書
を
併
せ
て
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
第
三
号
の
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し

（
社
会
慣
習
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
こ
れ
を
徴
し
難
い
と
き
は
、
そ
の
旨

並
び
に
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記

載
し
た
書
面
又
は
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書

面
並
び
に
金
融
機
関
が
作
成
し
た
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る

振
込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の

の
写
し
。
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
七
号
に
お
い
て
「
政
党
分
領
収
書
等
の
写
し
」
と
い
う
。
）
及
び
政
党

基
金
に
係
る
残
高
証
明
等
の
写
し 

二
～
四 

〔
略
〕 

 

（
政
党
の
支
部
の
支
部
報
告
書
の
提
出
等
） 

第
十
八
条 

第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
の
会
計
責
任
者
（
支
部
報
告
書
の
記
載
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告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を

含
む
。
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
、
当
該
支
部
の
そ
の
年
に
お
け

る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を
記
載

し
た
支
部
報
告
書
を
、
同
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
（
そ
の
間
に

総
選
挙
又
は
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
が
か
か

る
場
合
に
は
、
三
月
以
内
）
に
、
当
該
支
部
に
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を

し
た
政
党
の
会
計
責
任
者
（
当
該
支
部
が
政
党
の
他
の
支
部
か
ら
支
部
政
党

交
付
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
支
部
の
会
計
責
任

者
と
し
、
当
該
他
の
支
部
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
者
と
す
る
。
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

〔
略
〕 

２ 

政
党
の
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
支
部
報
告
書
を
提

出
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
書
面

又
は
文
書
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
第
三
号
の
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写

し
（
社
会
慣
習
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
こ
れ
を
徴
し
難
い
と
き
は
、
そ
の

旨
並
び
に
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月

日
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
を

記
載
し
た
書
面
並
び
に
金
融
機
関
が
作
成
し
た
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に

よ
る
支
出
に
係
る
振
込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日

を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
。
第
四
十
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条

に
係
る
部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
第
二

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
、
当
該
支
部
の
そ
の
年
に
お
け
る
次
に
掲
げ

る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を
記
載
し
た
支
部
報

告
書
を
、
同
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
（
そ
の
間
に
総
選
挙
又
は

通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
に

は
、
三
月
以
内
）
に
、
当
該
支
部
に
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を
し
た
政
党

の
会
計
責
任
者
（
当
該
支
部
が
政
党
の
他
の
支
部
か
ら
支
部
政
党
交
付
金
の

支
給
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
支
部
の
会
計
責
任
者
と
し
、

当
該
他
の
支
部
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
総
務
省

令
で
定
め
る
者
と
す
る
。
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

〔
略
〕 

２ 

政
党
の
支
部
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
支
部
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
書
面
又
は
文
書
を

併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
第
三
号
の
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写

し
（
社
会
慣
習
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
こ
れ
を
徴
し
難
い
と
き
は
、
そ
の

旨
並
び
に
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月

日
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
を

記
載
し
た
書
面
並
び
に
金
融
機
関
が
作
成
し
た
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に

よ
る
支
出
に
係
る
振
込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日

を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
。
第
四
十
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
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第
二
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
支
部
分
領
収
書
等
の
写
し
」
と
い

う
。
）
及
び
支
部
基
金
に
係
る
残
高
証
明
等
の
写
し 

二
～
四 

〔
略
〕 

３ 

政
党
の
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支

部
報
告
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
提
出
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

七
日
以
内
に
、
同
項
の
支
部
報
告
書
及
び
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
支
部
総
括

文
書
を
当
該
支
部
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
監
査
意
見
書
等
の
添
付
） 

第
十
九
条 

政
党
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告

書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
領
収
書
等
及
び

残
高
証
明
等
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
を
行
う
べ
き
者
の
監
査
意
見
を
記
載
し

た
監
査
意
見
書
を
当
該
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
党
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
を
提

出
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
又
は
監

査
法
人
が
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
っ
た
監
査
に
基
づ
き
作
成

し
た
監
査
報
告
書
を
当
該
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

５ 

第
一
項
の
規
定
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任

者
が
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
支
部
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
会
計
監
査
を
行
う
べ
き

者
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
支
部
に
お
い
て
設
け
ら
れ
た
会
計
監
査
を
行
う

第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
支
部
分
領
収
書
等
の
写
し
」
と

い
う
。
）
及
び
支
部
基
金
に
係
る
残
高
証
明
等
の
写
し 

二
～
四 

〔
略
〕 

３ 

政
党
の
支
部
の
会
計
責
任
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
を

提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
提
出
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内

に
、
同
項
の
支
部
報
告
書
及
び
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
支
部
総
括
文
書
を
当

該
支
部
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
監
査
意
見
書
等
の
添
付
） 

第
十
九
条 

政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
を
提
出
す

る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
領
収
書
等
及
び
残
高
証
明
等

に
つ
い
て
の
会
計
監
査
を
行
う
べ
き
者
の
監
査
意
見
を
記
載
し
た
監
査
意
見

書
を
当
該
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
っ
た
監
査
に
基
づ
き
作
成
し
た
監
査
報

告
書
を
当
該
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

５ 
第
一
項
の
規
定
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
の
会
計
責
任
者
が
前
条
第

一
項
又
は
第
三
項
の
支
部
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
会
計
監
査
を
行
う
べ
き
者
」
と
あ
る
の

は
、
「
当
該
支
部
に
お
い
て
設
け
ら
れ
た
会
計
監
査
を
行
う
べ
き
者
」
と
読
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べ
き
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
支
部
報
告
書
等
の
提
出
の
特
例
） 

第
二
十
条 
政
党
が
第
十
五
条
第
一
項
の
政
党
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
支
部
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
次
項
の
規
定

に
よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
政
党
の
代
表
者
及
び

会
計
責
任
者
は
、
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
文

書
を
同
条
第
一
項
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

政
党
の
支
部
が
第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
当
該
政
党
の
他
の
支
部
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
支
部
の
代
表
者
及
び
会

計
責
任
者
は
、
同
条
第
一
項
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
同
条
第
二
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
文
書
を
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
に
提
出
す
る
と

と
も
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
に
提
出
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
支
部
総
括
文
書
を
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
党
の
支
部
で
第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
に
該
当
し
な
い
も
の
が
当
該
政
党

の
他
の
支
部
か
ら
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と

き
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
解
散
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出
の
特
例
） 

第
二
十
八
条 

第
十
五
条
第
一
項
の
政
党
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変
更
そ
の

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
支
部
報
告
書
等
の
提
出
の
特
例
） 

第
二
十
条 

政
党
が
第
十
五
条
第
一
項
の
政
党
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
支
部
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
次
項
の
規
定

に
よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者

は
、
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
文
書
を
同
条
第

一
項
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

政
党
の
支
部
が
第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
当
該
政
党
の
他
の
支
部
か
ら
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
支
部
の
会
計
責
任
者

は
、
同
条
第
一
項
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
文
書
を
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
の
文
書
を
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
に
提
出
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
七
日
以
内
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
支
部
総
括
文
書
を
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
党
の
支

部
で
第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
に
該
当
し
な
い
も
の
が
当
該
政
党
の
他
の
支

部
か
ら
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
に
つ
い

て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
解
散
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出
の
特
例
） 

第
二
十
八
条 
第
十
五
条
第
一
項
の
政
党
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変
更
そ
の
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他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
当
該
政
党
の
代
表
者
及
び
会

計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事

実
が
生
じ
た
日
現
在
で
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら

の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記

載
し
た
報
告
書
（
そ
の
年
の
前
年
に
お
け
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
報
告
書
を
含

む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、

前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

十
九
条
第
一
項
」
と
、
「
第
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
」

と
、
「
並
び
に
次
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
（
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
提
出
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
文
書
に
限
る
。
）
並

び
に
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
二
項
」
と
、
「
支
部

に
つ
い
て
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責

任
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
第
三
十
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
解
散
等
に
係
る
政
党
の
支
部
報
告
書
の
提
出
の
特
例
） 

第
二
十
九
条 

第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ

っ
た
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日

他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
で

あ
っ
た
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た

日
現
在
で
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な

い
と
き
は
、
そ
の
旨
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
報
告

書
（
そ
の
年
の
前
年
に
お
け
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
報
告
書
を
含
む
。
）
を
総

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、

前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

十
九
条
第
一
項
」
と
、
「
第
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
」

と
、
「
並
び
に
次
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
（
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
提
出
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
文
書
に
限
る
。
）
並

び
に
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
二
項
」
と
、
「
支
部

に
つ
い
て
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ

た
者
に
つ
い
て
第
三
十
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
解
散
等
に
係
る
政
党
の
支
部
報
告
書
の
提
出
の
特
例
） 

第
二
十
九
条 

第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
は
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
現
在
で
、
第
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現
在
で
、
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
支
部
報

告
書
（
そ
の
年
の
前
年
に
お
け
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
支
部
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
支
部
報
告
書
を
含

む
。
）
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

〔
略
〕 

２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
支
部
報
告
書
の
提
出
を

受
け
た
政
党
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
支
部
報
告
書
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
監
査
意
見
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
支
部
報
告
書
を
提

出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中

「
書
面
又
は
文
書
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
又
は
文
書
（
第
二
十
九
条
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
）
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
、
「
次
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
」
と
、
「
当
該
政
党
の
他
の
支
部
に
つ

い
て
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
場
合
に
お
い
て
提
出
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
文
書
に
限
る
も
の
と
し
、
当

該
政
党
の
他
の
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
第

三
十
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ

の
旨
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
支
部
報
告
書
（
そ
の

年
の
前
年
に
お
け
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
支
部
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
支
部
報
告
書
を
含
む
。
）
を
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

〔
略
〕 

２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
支
部
報
告
書
の
提
出
を

受
け
た
政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
支
部
報
告
書
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
を
受
け
た
監
査
意
見
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
支
部
報
告
書
を
提

出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中

「
書
面
又
は
文
書
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
又
は
文
書
（
第
二
十
九
条
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
）
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
、
「
次
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
」
と
、
「
当
該
政
党
の
他
の
支
部
に
つ

い
て
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
場
合
に
お
い
て
提
出
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
文
書
に
限
る
も
の
と
し
、
当

該
政
党
の
他
の
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
第
三
十
条
第
二

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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４ 

〔
略
〕 

 

第
三
十
条 

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
党
が
第
十
五

条
第
一
項
の
政
党
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
支
部

の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
前
条
第
一
項
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告

書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
政
党
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ

っ
た
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
文

書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
党
の
支
部
が
第
十
六

条
第
一
項
の
支
部
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
政
党

の
他
の
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
前
条
第
一
項
又

は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
部

報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者

で
あ
っ
た
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
文
書

を
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

の
文
書
を
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
提
出
し
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二

項
第
四
号
に
掲
げ
る
支
部
総
括
文
書
を
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
政
党
の
支
部
で
第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
も

４ 

〔
略
〕 

 

第
三
十
条 

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
党
が
第
十
五

条
第
一
項
の
政
党
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
支
部

の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
前
条
第
一
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を

受
け
た
と
き
は
、
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
は
、
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七

条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
文
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
党
の
支
部
が
第
十
六

条
第
一
項
の
支
部
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
政
党

の
他
の
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
前
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
の
提

出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
は
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条

第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
文
書
を
当
該
政
党
の
会
計
責
任

者
で
あ
っ
た
者
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
当
該
政
党
の
会

計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
提
出
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に

前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
支
部

総
括
文
書
を
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す

る
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
党
の
支
部
で
第
十

六
条
第
一
項
の
支
部
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
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の
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
が
当
該
政
党
の
他
の
支
部
の
代
表
者
及
び
会

計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を

受
け
た
と
き
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
報
告
書
等
の
要
旨
の
公
表
） 

第
三
十
一
条 

〔
略
〕 

             

（
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
） 

第
三
十
二
条 

総
務
大
臣
は
、
第
五
条
第
一
項
、
同
条
第
三
項
（
第
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条

第
一
項
（
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

た
者
が
当
該
政
党
の
他
の
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
こ
の
項
の

規
定
に
よ
り
支
部
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す

る
。 

 

（
報
告
書
等
の
要
旨
の
公
表
） 

第
三
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
定
期
報
告
文
書
（
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書

並
び
に
同
条
第
二
項
の
支
部
報
告
書
及
び
総
括
文
書
（
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
解
散
等
報
告
文

書
（
第
二
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
の
支
部
報
告
書
及
び
総
括
文

書
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）

を
い
う
。
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
理
し
た
と
き

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
官
報
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
定
期
報
告
文
書
に
つ
い

て
は
、
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ

る
場
合
を
除
き
、
当
該
定
期
報
告
文
書
が
提
出
さ
れ
た
年
の
九
月
三
十
日
ま

で
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
） 

第
三
十
二
条 

総
務
大
臣
は
、
第
五
条
第
一
項
、
同
条
第
三
項
（
第
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条

第
一
項
（
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
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二
十
三
条
第
四
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
及
び
こ
れ
ら
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き

文
書
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
告
示
を
し
た
日
か
ら
七
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
、

第
十
七
条
第
二
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
の
支
部
報
告
書
、
監
査
意
見
書
及
び
総
括

文
書
（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ

き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
第
一
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
監
査
意
見
書
並
び
に
第
十
九
条
第

二
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
監
査

報
告
書
を
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
要
旨
の
公
表
を
し
た
日
か
ら
七
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
十
八
条
第
三
項
（
第
二
十
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
支
部
報
告
書
及
び
支
部
総
括

文
書
（
第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ

き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
第
五
項
及
び
第
二
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
の
監
査
意
見
書
（
第
五
項
、

次
条
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
提
出
文
書
」
と
い

う
。
）
を
、
総
務
大
臣
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
要
旨
の
公
表
を
し
た
日
か
ら

七
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

何
人
も
、
第
一
項
に
規
定
す
る
告
示
を
し
た
日
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る

要
旨
の
公
表
を
し
た
日
か
ら
七
年
間
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
総
務
省
令
で
定

二
十
三
条
第
四
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
及
び
こ
れ
ら
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き

文
書
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
告
示
を
し
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
、

第
十
七
条
第
二
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
の
支
部
報
告
書
、
監
査
意
見
書
及
び
総
括

文
書
（
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ

き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
第
一
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
監
査
意
見
書
並
び
に
第
十
九
条
第

二
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
監
査

報
告
書
を
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
要
旨
の
公
表
を
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
十
八
条
第
三
項
（
第
二
十
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
支
部
報
告
書
及
び
支
部
総
括

文
書
（
第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ

き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
第
五
項
及
び
第
二
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
の
監
査
意
見
書
（
第
五
項
、

次
条
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
提
出
文
書
」
と
い

う
。
）
を
、
総
務
大
臣
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
要
旨
の
公
表
を
し
た
日
か
ら

五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

何
人
も
、
第
一
項
に
規
定
す
る
告
示
を
し
た
日
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る

要
旨
の
公
表
を
し
た
日
か
ら
五
年
間
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
総
務
省
令
で
定
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め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
こ
れ
に
併
せ

て
提
出
す
べ
き
文
書
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
書
、
支
部
報
告
書
、
総

括
文
書
、
監
査
意
見
書
若
し
く
は
監
査
報
告
書
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

５ 

何
人
も
、
第
二
項
に
規
定
す
る
要
旨
の
公
表
を
し
た
日
か
ら
七
年
間
、
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
、
当
該
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
旨
の
公
表
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
の
閲
覧
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
九
章 

罰
則 

 

第
四
十
四
条 

〔
略
〕 

 

一 

〔
略
〕 

     

二
～
七 

〔
略
〕 

〔
削
る
〕 

  

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
こ
れ
に
併
せ

て
提
出
す
べ
き
文
書
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
書
、
支
部
報
告
書
、
総

括
文
書
、
監
査
意
見
書
若
し
く
は
監
査
報
告
書
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

５ 

何
人
も
、
第
二
項
に
規
定
す
る
要
旨
の
公
表
を
し
た
日
か
ら
五
年
間
、
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
、
当
該
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
旨
の
公
表
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
の
閲
覧
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
九
章 

罰
則 

 

第
四
十
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁

刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一 

第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

報
告
書
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
第
十
七
条
第
二
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
九

条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
政
党
分
領
収

書
等
の
写
し
若
し
く
は
残
高
証
明
等
の
写
し
、
支
部
報
告
書
、
監
査
意
見

書
若
し
く
は
総
括
文
書
の
提
出
を
し
な
か
っ
た
者 

二
～
七 

〔
略
〕 

２ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
政
党
又
は
そ
の
支
部
の
代
表
者
が
当
該
政
党
又

は
そ
の
支
部
の
会
計
責
任
者
の
選
任
及
び
監
督
に
つ
い
て
相
当
の
注
意
を
怠

っ
た
と
き
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 
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第
四
十
七
条 

重
大
な
過
失
に
よ
り
、
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
の
違
反

行
為
を
し
た
者
は
、
当
該
各
条
の
刑
を
科
す
る
。
た
だ
し
、
情
状
に
よ
り
、

そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
十
七
条 

重
大
な
過
失
に
よ
り
、
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条

の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
当
該
各
条
の
刑
を
科
す
る
。
た
だ
し
、
情
状
に

よ
り
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
  


